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１．オゾン層保護対策 

１－１．オゾン層破壊物質等の概要 

（1）オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書対象のオゾン層

破壊物質（特定物質） 

 

モントリオール議
定書 

物 質 名 化 学 式 

2014 年 

科学評価 

パネル 
大気中寿命 

(年) 

オゾン破壊係数 
地球温暖化 

係数 

モントリオール 
議定書附属書 

2014 年 

科学評価 

パネル 

第 4 次 
IPCC 報告書 

(100 年 
GWP 値*) 

附
属
書
Ａ

グループⅠ 

(クロロフルオロカ

ーボン) 

CFC-11 

CFC-12 

CFC-113 

CFC-114 

CFC-115 

CFCl3 

CF2Cl2  

C2F3Cl3  

C2F4Cl2 

C2F5Cl 

52 

102 

93 

189 

540 

1 

1 

0.8 

1 

0.6 

1 

0.73 

0.81 

0.50 

0.26 

4,750 

10,900 

6,130 

10,000 

7,370 

グループⅡ 

(ハロン) 

ハロン-1211 

ハロン-1301 

ハロン-2402 

CF2BrCl 

CF3Br 

C2F4Br2 

16 

72 

28 

3 

10 

6 

6.9 

15.2 

15.7 

1,890 

7,140 

1,640 

附
属
書
Ｂ

グループⅠ 

（その他の CFC） 

CFC-13 

CFC-111 

CFC-112 
等 10 物質 

CF3Cl 

C2FCl5  

C2F2Cl4 

－ 

－ 

－ 

1 

1 

1 

－ 

－ 

－ 

 

14,400 
－ 

－ 

 

グループⅡ 四塩化炭素 CCl4 26 1.1 0.72 1,400 

グループⅢ 1,1,1－トリクロロエタン CH3CCl3 5 0.1 0.14 146 

附
属
書
Ｃ

グループⅠ 

(ハイドロクロロフ

ルオロカーボン) 

HCFC-21 

HCFC-22 

HCFC-123 

HCFC-124 

HCFC-133 

HCFC-141b 

HCFC-142b 

HCFC-225ca 

HCFC-225cb 
等 40 物質 

CHFCl2 

CHF2Cl 

C2HF3Cl2 

C2HF4Cl 

C2H2F3Cl 

CH3CFCl2  

CH3CF2Cl  

CF3CF2CHCl2  

CF2ClCF2CHClF 

－ 

12.0 
－ 

－ 

－ 

9.4 

1.8 
－ 

－ 

0.04 

0.055 

0.02-0.06 

0.02-0.04 

0.02-0.06 

0.11 

0.065 

0.025 

0.033 
他 

－ 

0.034 
－ 

－ 

－ 

0.102 

0.057 
－ 

－ 

 

－ 

1,810 

77 

609 
－ 

725 

2,310 

122 

595 

グループⅡ 

(ハイドロブロモフ

ルオロカーボン) 

HBFC-22B1 
等 34 物質 

CHF2Br － 

 

0.74 
他 

－ 

 

－ 

 

グループⅢ ブロモクロロメタン CH2BrCl － 0.12 － － 

附属書 E 臭化メチル CH3Br 0.8 0.6 0.57 5 

附属書 F 気候変動枠組条約における削減対象の HFC（HFC-161 を除いた 18 物質） 

 
*「100 年 GWP 値」とは、対象となる物質の影響を 100 年間にわたって積分した値である。積分す

る年数（他に 20 年値や 500 年値などがある）によって GWP 値は変化することがある。 
「地球温暖化係数」とは CO2を１とした場合の温暖化影響の強さを表す値。 
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（2）気候変動枠組条約における削減対象の代替フロン等４ガス* 

京 都 議 定 書 物 質 名 化 学 式 

2014 年 

科学評価 

パネル 

大気中寿命 

(年) ** 

オゾン層 

破壊係数 

地球温暖化係数*** 

第 4 次 IPCC 
報告書 

（100 年 GWP 値） 

ハイドロフルオロ

カーボン（HFC） 

HFC-23 

HFC-32 

HFC-41 

HFC-125 

HFC-134 

HFC-134a 

HFC-143 

HFC-143a 

HFC-152 

HFC-152a 

HFC-161 

HFC-227ea 

HFC-236fa 

HFC-236ea 

HFC-263cb 

HFC-245ca 

HFC-245fa 

HFC-365mfc 

HFC-43-10mee 

 

CHF3  

CH2F2 

CH3F 

CHF2CF3 

CHF2CHF2 

CH2FCF3 

CH2FCHF2 

CH3CF3 

CH2FCH2F 

CH3CHF2 

CH3CHF2 

CF3CHFCF3 

CF3CH2CF3 

CHF2CHFCF3 

CH2FCF2CF3 

CH2FCF2CHF2 

CHF2CH2CF3 

CH3CF2CH2CF3CF3 

CHFCHFCF2CF3 

 228 

 5.4 

 ― 

 31 

 ― 

  14 

 ― 

 51 

 

 1.6 

 

 36 

 ― 

 

 ― 

 

 ― 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

0 

 

 

0 

 

 

0 

14,800 

675 

92 
3,500 

1100 
1,430 

353 
4,470 

53 

124 

12 

3,220 

9,810 

3,220 

1,340 

693 

1,030 

794 
1,640 

パーフルオロカー

ボン 

（PFC） 

PFC-14 

PFC-116 

PFC-218 

PFC-c318 

PFC-31-10 

PFC-41-12 

PFC-51-14 

パーフルオロシク

ロプロパン 

PFC-91-18 

等 

CF4 

C2F6 

C3F8 

c-C4F8 

C4F10 

C5F12 

C6F14 

c-C3F6 

 

C10F18 

 

>50,000 

>10,000 

2,600 

3,200 

2,600 

4,100 

3,100 

― 

 

― 

 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

0 

7,390 

12,200 

8,830 

10,300 

8,860 

9,160 

9,300 

17,340 

 

>7,500 

六フッ化硫黄 六フッ化硫黄 SF6 3,200 0 22,800 

三フッ化窒素 三フッ化窒素 NF3 ― 0 17,200 

 
*   対象ガスは「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」の第１条、第２条のガスおよび SF6、NF3
とした。 
**  PFC および六フッ化硫黄の大気寿命については、2014 年科学評価パネルに数値の記載が無いため

2011 年の値とした。 
*** 地球温暖化対策の推進に関する法律では、地球温暖化係数として第４次 IPCC 報告書の 100 年 GWP
値を採用している。 
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１－２．オゾン層保護対策の経緯 

1974 年 6 月 米国カリフォルニア大学ローランド教授とモリーナ博士が CFC によるオゾン層の破壊及びその

結果として人や生態系への影響が生じる可能性を指摘した論文を発表 

1982 年  南極地域観測隊員の忠鉢繁氏らがオゾンホールを発見 

1985 年 3 月 「オゾン層の保護のためのウィーン条約」を採択 

12 月 英国のファーマン博士らが南極上空のオゾン減少について報告 

1987 年 9 月 「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」を採択 

1988 年 5 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」（オゾン層保護法）制定・施行 

9 月 ウィーン条約発効 

日本、ウィーン条約及びモントリオール議定書に加入 

12 月 ウィーン条約、日本について発効 

1989 年 1 月 モントリオール議定書発効 

モントリオール議定書、日本について発効 

5 月 ウィーン条約第１回締約国会議及びモントリオール議定書第 1 回締約国会合開催（ヘルシンキ） 

1990 年 6 月 モントリオール議定書第２回締約国会合開催（ロンドン） 

 特定フロンの 2000 年全廃、1,1,1－トリクロロエタンの規制物質への追加等を内容とする議定

書の改正等を合意 

1991 年 3 月 オゾン層保護法の一部改正 

6 月 ウィーン条約第 2 回締約国会議及びモントリオール議定書第３回締約国会合開催（ナイロビ） 

9 月 日本、改正モントリオール議定書（1990 年改正）を受諾 

1992 年 8 月 改正モントリオール議定書（1990 年改正）、日本について発効 

改正オゾン層保護法（1991 年改正）施行 

11 月 モントリオール議定書第 4 回締約国会合開催（コペンハーゲン） 

CFC の 1996 年全廃、HCFC、臭化メチルの規制物質への追加等を内容とする議定書の改正等

を合意 

1993 年 11 月 ウィーン条約第 3 回締約国会議及びモントリオール議定書第５回締約国会合開催（バンコク） 

1994 年 6 月 オゾン層保護法の一部改正 

9 月 改正オゾン層保護法（1994 年改正）施行 

10 月 モントリオール議定書第６回締約国会合開催（ナイロビ） 

12 月 日本、改正モントリオール議定書（1992 年改正）を受諾 

1995 年 3 月 改正モントリオール議定書（1992 年改正）、日本について発効 

6 月 CFC 等の回収・再利用・破壊の促進方策を取りまとめ（オゾン層保護対策推進会議） 

12 月 モントリオール議定書第７回締約国会合開催（ウィーン） 

HCFC の 2020 年以降の消費を既設機器の整備用に限定、臭化メチルの 2010 年全廃、途上国

に対する規制スケジュールの設定を内容とする議定書の調整等を合意 

米国カリフォルニア大学ローランド教授とモリーナ博士らがノーベル化学賞を受賞 

1996 年 5 月 「CFC 破壊処理ガイドライン」を公表（環境庁） 

11 月 ウィーン条約第４回締約国会議及びモントリオール議定書第 8 回締約国会合開催（コスタリカ・

サンホセ） 
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1997 年 9 月 モントリオール議定書第 9 回締約国会合開催（モントリオール） 

臭化メチルの削減計画の前倒し、臭化メチルの非締約国との貿易の禁止、不法取引防止のため

のライセンシングシステムの導入などを合意 

CFC 等の回収・再利用・破壊の促進方策をとりまとめ（オゾン層保護対策推進会議） 

1998 年 6 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第 3 条第 1 項の規定に基づく同項第 1 号

から第 3 号に掲げる事項」（告示）の一部改正 

「特定家庭用機器再商品化法」（家電リサイクル法）制定（家電製品からの冷媒フロン回収） 

11 月 モントリオール議定書第 10 回締約国会合開催（カイロ） 

1999 年 3 月 「CFC 破壊処理ガイドライン」を改訂（環境庁） 

12 月 ウィーン条約第 5 回締約国会議及びモントリオール議定書第 11 回締約国会合開催（北京） 

HCFC の生産量規制導入などを合意 

「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

2000 年 7 月 

 

「フロン回収の手引き」を公表（環境庁） 

「国家ハロンマネジメント戦略」を UNEP に提出（環境庁他） 

12 月 モントリオール議定書第 12 回締約国会合開催（ブルキナファソ・ワガドゥグ） 

2001 年 3 月 家電リサイクル法施行 

6 月 「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」（フロン回収・破壊法）

制定 

7 月 「国家 CFC 管理戦略」を UNEP に提出（環境省他） 

11 月 モントリオール議定書第 13 回締約国会合開催（コロンボ） 

2002 年 4 月 フロン回収・破壊法（業務用冷凍空調機器からのフロン回収破壊）施行 

7 月 日本、改正モントリオール議定書（1997 年／1999 年改正）を受諾 

 「使用済自動車の再資源化等に関する法律」（自動車リサイクル法）制定、フロン回収・破壊法の

一部改正 

9 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

10 月 フロン回収・破壊法（カーエアコンからのフロン回収破壊）施行 

11 月 ウィーン条約第 6 回締約国会議及びモントリオール議定書第 14 回締約国会合開催（ローマ） 

2003 年 1 月 「特定家庭用機器再商品化法施行令」（政令）の一部改正（家電製品からの断熱材フロン回収） 

11 月 モントリオール議定書第 15 回締約国会合開催（ナイロビ） 

2004 年 3 月 モントリオール議定書第 1 回特別締約国会合開催（モントリオール） 

11 月 モントリオール議定書第 16 回締約国会合開催（プラハ） 

12 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

2005 年 1 月 自動車リサイクル法全面施行（自動車リサイクルシステムの本格稼動） 

7 月 モントリオール議定書第 2 回特別締約国会合（モントリオール） 

12 月 ウィーン条約第 7 回締約国会議及びモントリオール議定書第 17 回締約国会合開催（ダカール） 

2006 年 

 

1 月 「臭化メチルの不可欠用途全廃のための国家管理戦略」を UNEP に提出（環境省・農林水産省） 

5 月 「ハロン破壊処理ガイドライン」を公表（環境省） 

6 月 フロン回収・破壊法の一部改正（業務用冷凍空調機器からのフロン回収強化） 

10 月 モントリオール議定書第 18 回締約国会合開催（デリー） 

2007 年 6 月 「モントリオール議定書が直面する主要な将来課題に関する対話」会合（ナイロビ） 
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9 月 モントリオール議定書第 19 回締約国会合開催（モントリオール） 

HCFC の規制スケジュールの前倒しを合意 

10 月 改正フロン回収・破壊法施行（業務用冷凍空調機器からのフロン回収強化） 

12 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

2008 年 4 月 「臭化メチルの不可欠用途全廃のための国家管理戦略」改訂版を UNEP に提出（農林水産省） 

5 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第 3 条第 1 項の規定に基づく同項第 1 号

から第 3 号に掲げる事項」（告示）の一部改正 

11 月 ウィーン条約第 8 回締約国会議及びモントリオール議定書第 20 回締約国会合開催（ドーハ） 

2009 年 11 月 モントリオール議定書第 21 回締約国会合開催（エジプト・ポートガーリブ） 

2010 年 11 月 モントリオール議定書第 22 回締約国会合開催（バンコク） 

2011 年 11 月 ウィーン条約第 9 回締約国会議及びモントリオール議定書第 23 回締約国会合開催（インドネシ

ア・バリ） 

12 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

2012 年 11 月 モントリオール議定書第 24 回締約国会合開催（スイス・ジュネーブ） 

2013 年 6 月 フロン回収・破壊法の一部改正（「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に名

称を変更。フロン類の製造から使用、再生・破壊に至るまでのライフサイクル全体にわたる排出抑

制対策の強化） 

10 月 モントリオール議定書第 25 回締約国会合開催（タイ・バンコク） 

2014 年 
11 月 モントリオール議定書第 26 回締約国会合開催（パリ） 

12 月 「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令」（政令）の一部改正 

2015 年 
4 月 フロン回収・破壊法の一部改正（フロン排出抑制法）施行 

11 月 モントリオール議定書第 27 回締約国会合開催（ドバイ） 

2016 年 7 月 モントリオール議定書第３回特別締約国会合開催（ウィーン） 

2016 年 10 月 
モントリオール議定書第 28 回締約国会合開催（ルワンダ・キガリ） 

HFC の規制物質への追加を内容とする議定書のキガリ改正等を合意 

2017 年 11 月 モントリオール議定書第 29 回締約国会合開催(モントリオール) 

2018 年 7 月 
「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」の一部改正（モントリオール議定書キ

ガリ改正の担保措置） 
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１－３．国際的なオゾン層保護対策 

（1）オゾン層保護のためのウィーン条約 

 オゾン層保護のためのウィーン条約は、オゾン層保護のための国際的な枠組を定めた条

約であり、1985 年に採択された。我が国は 1988 年 9 月 30 日に加入。2015 年 11 月現在で

締約国数は 197 カ国及び EU であり、全ての国連加盟国によって批准された。 

 本条約においては、締約国が、 

・ オゾン層の変化により生ずる悪影響から人の健康及び環境を保護するために適当な

措置をとること（第 2 条第 1 項） 

・ 研究及び組織的観測等に協力すること（第 3 条） 

・ 法律、科学、技術等に関する情報を交換すること（第 4 条） 

等について規定している。 

 

（2）オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書 

 オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書は、ウィーン条約に基づきオゾ

ン層破壊物質の削減スケジュール等の具体的な規制措置等を定めた議定書であり、1987 年

に採択された。モントリオール議定書の採択後、オゾン層の破壊が予想以上に進んでいるこ

とが判明したこと等から、以後、1990 年（ロンドン改正）、1992 年（コペンハーゲン改正）、

1995 年（ウィーン調整）、1997 年（モントリオール改正）、1999 年（北京改正）及び 2007

年（モントリオール調整）及び 2016 年（キガリ改正）の７回にわたって改正・調整された。

2017 年 8 月現在で締約国数は 197 カ国及び EU であり、全ての国連加盟国によって批准さ

れた。 

 本議定書においては、 

・ 対象物質の生産量・消費量の削減スケジュールの設定（第 2 条） 

・ 非締約国との貿易の規制（規制物質の輸出入の禁止又は制限等）（第 4 条） 

・ 新の科学、環境、技術及び経済に関する情報に基づく規制措置の評価及び再検討（第

6 条） 

等について規定している。 

 対象物質の生産量・消費量の削減スケジュールを図 4-1 に示す。 
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図 4-1 モントリオール議定書に基づく段階的削減スケジュール 

各物質のグループ毎に、生産量及び消費量（＝生産量＋輸入量－輸出量）が削減される。 
※1) 検疫及び出荷前処理用として使用される臭化メチルは、規制対象外となっている。 
※2）途上国第 2 グループに属さない開発途上国 
※3）インド、パキスタン、イラン、イラク、湾岸諸国 
※4）先進国に属するベラルーシ、ロシア、カザフスタン、タジキスタン、ウズベキスタンについては、規制措置に差異

を設ける（基準値について、HCFC の算入量を基準値の 25%とし、削減スケジュールについて、第 1 段階は 2020
年に 5%削減、第 2 段階は 2025 年に 35%削減とする）。 

※5) 基準量は、1995～1997 年までの生産量・消費量の平均値又は生産量・消費量が一人当たり 0.3 キログラムとなる

値のいずれか低い値。 
※6) 基準量は、1998～2000 年までの生産量・消費量の平均値又は生産量・消費量が一人当たり 0.2 キログラムとなる

値のいずれか低い値。 
※7) 消費量の基準量は、HCFC の 1989 年消費量＋CFC の 1989 年消費量×2.8%。生産量の基準量は、HCFC の 1989

年生産量と消費量の平均値＋CFC の 1989 年生産量と消費量の平均値×2.8%。 
※8) 基準量は、2009 年と 2010 年の生産量・消費量の平均値。 
※9) 2030 年までの間、冷凍空調機器の補充用冷媒に限り、生産量・消費量の基準量の 0.5%を上限に生産・消費するこ

とができる。 
※10) 2040 年までの間、冷凍空調機器の補充用冷媒に限り、平均として生産量・消費量の基準量の 2.5%を上限に生産・

消費することができる。 
※11) 基準量は、1995～1998 年までの生産量・消費量の平均値。 
※12) 基準量は、HFC の 2020 年から 2022 年の生産量・消費量の平均値 + HCFC の生産量・消費量の基準値の 65％

（CO2 換算値1）。 
※13) 基準量は、HFC の 2024 年から 2026 年の生産量・消費量の平均値 + HCFC の生産量・消費量の基準値の 65％

（CO2 換算値）。 
※14) 基準量は、HFC の 2011 年から 2013 年の生産量・消費量の平均値 + HCFC の生産量・消費量の基準値の 15％

（CO2 換算値）。 
※途上国の基礎的な需要を満たすための追加生産が認められているほか、生産が全廃になった物質でも試験研究・分析

や必要不可欠な用途についての生産等は規制対象外となっている。

                                                  
1 CO2 換算値は、各生産量・消費量に 100 年間の地球温暖化係数を乗じた数値 
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（3）世界におけるオゾン層破壊物質の生産量・消費量の削減実績 

 
図 4-2 モントリオール議定書に基づくオゾン層破壊物質の生産量の推移（1989～2016 年） 

ただし、基準年以前の空白データは基準年で一定として補完（HCFC を除く）し、基準年と規制開始の間

の空白データは一定の割合で変化するものとして補完（先進国の HCFC については 1990 年・1991 年のデ

ータを補完）。単位は ODP トン。（出典）UNEP オゾン事務局ウェブサイトより 
 

 

図 4-3 主要なフロンの年別生産量の推移（1980～2007 年） 
集計は AFEAS に登録のあったデータのみ。単位は重量トン。 

（出典）The Alternative Fluorocarbons Environmental Acceptability Study（AFEAS）ウェブサイトより 
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図 4-4 モントリオール議定書に基づくオゾン層破壊物質の消費量の推移（1989～2016 年） 
ただし、基準年以前の空白データは基準年で一定として補完（HCFC を除く）し、基準年と規制開始の間

の空白データは一定の割合で変化するものとして補完（先進国の HCFC については 1990 年・1991 年のデ

ータを補完）。単位は ODP トン。（出典）UNEP オゾン事務局ウェブサイトより 
 
 

 
図 4-5 モントリオール議定書に基づく CFC（附属書 A グループ I）の 

消費量の推移（1989～2016 年） 
ただし、基準年以前の空白データは基準年で一定として補完し、基準年と規制開始の間の空白データは一

定の割合で変化するものとして補完。単位は ODP トン。（出典）UNEP オゾン事務局ウェブサイトより
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図 4-6 モントリオール議定書に基づく HCFC の消費量の推移（1989～2016 年） 

ただし、先進国における 1990 年・1991 年のデータは一定の割合で変化するものとして補完。単位は ODP
トン。（出典）UNEP オゾン事務局ウェブサイトより 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-7 冷媒フロン類のストック量及び排出量/年（2002 年・2015 年（推計）） 

単位は CO2 換算トン。（出典）IPCC/TEAP 特別報告より 
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１－４．我が国におけるオゾン層保護対策 

（1）オゾン層破壊物質の生産・消費の規制 

我が国では、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の締結にあたり、昭

和 63 年に「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律（オゾン層保護法）」を制

定し、平成元年 7 月からオゾン層破壊物質の生産・輸出入の規制を開始し、モントリオール

議定書の義務を着実に履行している。生産量・消費量の削減実績については次ページを参照。 

 

我が国における特定物質（オゾン層破壊物質）の生産量・消費量に関する基準限度 

・CFC（議定書附属書 A グループ I） 

期間 生産量 消費量 
1993 年 1 月 1 日～ 119,998 118,134 
1994 年 1 月 1 日～ 30,000 29,534 
1996 年 1 月 1 日～ 0 0 

 

・ハロン 

期間 生産量 消費量 
1993 年 1 月 1 日～ 28,419 16,958 
1994 年 1 月 1 日～ 0 0 

 

・その他の CFC（議定書附属書 B グループ I） 

期間 生産量 消費量 
1993 年 1 月 1 日～ 1,874 1,865 
1994 年 1 月 1 日～ 586 583 
1996 年 1 月 1 日～ 0 0 

 

・四塩化炭素 

期間 生産量 消費量 
1995 年 1 月 1 日～ 2,940 11,232 
1996 年 1 月 1 日～ 0 0 

 

・1,1,1-トリクロロエタン 

期間 生産量 消費量 
1993 年 1 月 1 日～ 15,637 17,279 
1994 年 1 月 1 日～ 7,819 8,640 
1996 年 1 月 1 日～ 0 0 

 

・HCFC 

期間 生産量 消費量 
1996 年 1 月 1 日～ － 5,562 
2004 年 1 月 1 日～ 5,654 3,615 
2010 年 1 月 1 日～ 1,413 1,390 
2015 年 1 月 1 日～ 565 556 
2020 年 1 月 1 日～

（注） 
28 27 

2030 年 1 月 1 日～ 0 0 
(注)2020 年 1 月 1 日に存在する冷凍空気調和機器への補

充用に限る。 

 

・臭化メチル 

期間 生産量 消費量 
1995 年 1 月 1 日～ 3,376 3,664 
1999 年 1 月 1 日～ 2,532 2,748 
2001 年 1 月 1 日～ 1,688 1,832 
2003 年 1 月 1 日～ 1,012 1,099 
2005 年 1 月 1 日～ 0 0 
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①日本における特定物質の生産量・消費量の推移 

表 4-1 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 A） 

（単位：ODP トン*） 

年次(1) 
特定フロン 特定ハロン 

生産量 消費量** 生産量 消費量 
基準年 

（1986 年） 
119,998 118,134 28,419 16,958 

1989 年 119,070 109,916 - - 
1990 年 101,288 89,056 - - 
1991 年 

109,531 97,989 
- - 

1992 年 20,140 14,786 
1993 年 51,212 47,435 9,288 7,527 
1994 年 28,392 26,455 0 0 
1995 年 24,267 23,062 0 0 
1996 年 786 －352 0 －2 
1997 年 166 －173 0 0 
1998 年 0 －312 0 0 
1999 年 0 －21 0 0 
2000 年 0 0 0 0 
2001 年 0 0 0 0 
2002 年 0 0 0 0 
2003 年 0 0 0 0 
2004 年 0 0 0 0 
2005 年 0 0 0 0 
2006 年 0 0 0 0 
2007 年 0 －5 0 0 
2008 年 0 －1 0 0 
2009 年 0 0 0 0 
2010 年 0 0 0 0 
2011 年 0 －5 0 0 
2012 年 0 －5 0 0 
2013 年 0 0 0 0 
2014 年 0 0 0 0 
2015 年 0 0 0 0 
2016 年 0 0 0 0 

（1）特定フロンの 1989 年及び 1990 年に関しては、各年の 7 月から翌年 6 月まで、1991 年は 7 月から 1992

年 12 月までの 18 ヶ月間の値。その他に関しては、各年の 1 月から 12 月までの値となっている。 

 

 
図 4-8 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 A） 

（出典）経済産業省発表資料より作成

                                                  
* ODP トンは各生産量・消費量にオゾン破壊係数を乗じた数値。 
** 消費量＝生産量＋輪入量－輪出量 
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表 4-2 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 B） 

（単位：ODP トン） 

年次(1) 
その他の CFC 四塩化炭素 1,1,1-トリクロロエタン 

生産量 消費量 生産量 消費量 生産量 消費量 
基準年 

（1989 年） 
2,342 2,331 19,602 74,879 15,637 17,279 

1993 年 808 788 - - 7,146 7,546 
1994 年 136 136 - - 4,637 3,973 
1995 年 135 135 2463 255 5,248 4,088 
1996 年 0 0 539 －670 868 －48 
1997 年 0 0 0 －1 1,079 －55 
1998 年 0 0 0 －2 899 －52 
1999 年 0 0 0 －1 1,048 －38 
2000 年 0 0 0 －1 876 －34 
2001 年 0 0 0 －1 735 －326 
2002 年 0 0 0 －4 1250 －29 
2003 年 0 0 0 －2 569 －19 
2004 年 0 0 0 －1 565 －30 
2005 年 0 0 0 －1 400 0 
2006 年 0 0 0 0 348 0 
2007 年 0 0 0 0 418 0 
2008 年 0 0 0 0 246 0 
2009 年 0 0 0 0 194 0 
2010 年 0 0 0 0 0 0 
2011 年 0 0 0 0 0 0 
2012 年 0 0 0 0 0 0 
2013 年 0 0 0 0 0 0 
2014 年 0 0 0 0 0 0 
2015 年 0 0 0 0 0 0 
2016 年 0 0 0 0 0 0 

 （1）各年は 1 月から 12 月までの値となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-9 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 B） 

（出典）経済産業省発表資料より作成
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表 4-3 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 C、E） 

 （単位：ODP トン） 

年次(1) 
HCFC HBFC ブロモクロロメタン 臭化メチル 

生産量 消費量 生産量 消費量 生産量 消費量 生産量 消費量 
基準値 

 
5,654 

（2） 
5,562 

（3） 
 

   
3,376 

（1991 年） 
3,664 

（1991 年） 
1995 年 - - - - - - 3,689 4,180 
1996 年 - 4,141 0 0 - - 3,009 3,421 
1997 年 - 4,152 0 0 - - 2,905 3,318 
1998 年 3,966 3,633 0 0 - - 2,741 3,112 
1999 年 4,608 3,899 0 0 - - 2,420 2,746 
2000 年 3,928 3,531 0 0 - - 2,259 2,564 
2001 年 3,792 3,500 0 0 - - 1,613 1,744 
2002 年 3,195 2,907 0 0 0 0 1,571 1,702 
2003 年 3,145 2,810 0 0 0 0 883 969 
2004 年 1,921 1,473 0 0 0 0 897 1,019 
2005 年 1,344 1,118 0 0 0 0 346 357 
2006 年 872 747 0 0 0 0 287 293 
2007 年 728 770 0 0 0 0 282 288 
2008 年 777 787 0 0 0 0 223 236 
2009 年 494 518 0 0 0 0 161 167 
2010 年 400 453 0 0 0 0 138 149 
2011 年 397 470 0 0 0 0 128 135 
2012 年 297 342 0 0 0 0 83 94 
2013 年 294 335 0 0 0 0 1 1 
2014 年 252 283 0 0 0 0 0 0 
2015 年 213 255 0 0 0 0 0 0 
2016 年 168 202 0 0 0 0 0 0 

 
（1）各年は 1 月から 12 月までの値となっている。 
（2）HCFC の生産量の基準量＝HCFC の 1989 年生産量算定値と消費量算定値の平均＋CFC の 1989 年生産量算定値と消費量算定値の

平均×0.028 
（3）HCFC 消費量の基準量＝HCFC の 1989 年消費量算定値＋CFC の 1989 年消費量算定値×0.028 
（4）臭化メチルの生産量等の算定値には、締約国が検疫及び出荷前の処理のために使用する量を含まない。 

 

 
 

図 4-10 特定物質の生産量・消費量（議定書附属書 C、E） 
（出典）経済産業省発表資料より作成
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（2）冷媒フロン類の回収・破壊 

既に生産され、製品中に含まれているフロン類及び代替フロンの大気中への排出を抑制

し、オゾン層保護及び地球温暖化防止に資するため、業務用冷凍空調機器については「フロ

ン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（フロン排出抑制法）」、家庭用冷凍冷蔵

庫・エアコンについては「特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）」、カーエアコン

については「使用済自動車の再資源化等に関する法律（自動車リサイクル法）」に基づき、

使用済機器等から冷媒フロン類を回収し、適切に破壊することとしている。 
 

表 4-4 冷媒フロン類を回収した機器の台数 
（単位：千台） 

機 器 

平成 
19 
年度 

平成 
20 
年度 

平成 
21 
年度 

平成 
22 
年度 

平成 
23 
年度 

平成 
24 
年度 

平成 
25 
年度 

平成 
26 
年度 

平成 
27 
年度 

平成 
28 
年度 

業務用 

冷凍空調機器 
1,033  1,237  1,172  1,164  1,230  1,230  1,368  1,394 1,538 1,526 

家庭用 

エアコン 
1,890  1,968  2,154  3,142  2,341  2,359  2,961  2,225 2,355 2,833 

家庭用 

冷蔵冷凍庫 
2,725  2,746  3,007  3,400  2,843  2,919  3,433  2,775 2,799 2,982 

カーエアコン 2,663  2,755  3,060  3,000  2,375  2,816  2,835  2,904 2,741 2,702 

合 計 8,311  8,706  9,393  10,706  8,789  9,324  10,597  9,298  9,433 10,043 

注）カーエアコンについては、自動車リサイクル法及びフロン排出抑制法による回収の合計。 

 

表 4-5 冷媒フロン類の回収量 
（単位：トン） 

機 器 
フロン

類の 
種類 

平成 
19 
年度 

平成 
20 
年度 

平成 
21 
年度 

平成 
22 
年度 

平成 
23 
年度 

平成 
24 
年度 

平成 
25 
年度 

平成 
26 
年度 

平成 
27 
年度 

平成 
28 
年度 

業務用 
冷凍空調機器 

CFC 342  290  207  216  185  211  175  150  165 166  
HCFC 2,404  2,814  2,661  2,862  2,850  3,140  2,917  2,847  3,169 3,119  
HFC 422  669  733  817  922  1,193  1,371  1,427  1,507 1,813  
計 3,168  3,773  3,601  3,895  3,958  4,543  4,463  4,424  4,841 5,097  

家庭用 
エアコン 

HCFC 1,048  1,098  1,182  1,647  1,215  1,156  1,256  1069 934 920 
HFC 40  67  122  223  262  322  466  508 570 700 
計 1,088  1,166  1,304  1,870  1,477  1,478  1,722  1,577 1,505 1,622 

家庭用 
冷蔵冷凍庫 

CFC 196  177  167  164  112  97  90  72 58 50 
HCFC 12  12  15  17  13  12  13  10 8 7 
HFC 91  111  139  176  160  169  189  166 144 138 
計 299  299  320  357  285  278  291  248 210 195 

カーエアコン 
CFC 192  141  109  65  37  21  17  14 10 6 
HFC 617  731  865  846  668  792  792  773 710 682 
計 809  873  974  911  705  813  809  787 720 689 

特定フロン 
CFC 730  608  483  445  334  329  282  236  233 222 

HCFC 3,464  3,924  3,858  4,526  4,078  4,308  4,186  3,926  4,111 4,046 
小計 4,194  4,532  4,341  4,972  4,412  4,637  4,468  4,162  4,334 4,267 

代替フロン HFC 1,170  1,578  1,859  2,054  2,012  2,476  2,818  2,874  2,931 3,333 

合計  5,364  6,110  6,200  7,038  6,424  7,112  7,285  7,036  7,275 7,601  

注１）小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

注２）カーエアコンについては、自動車リサイクル法及びフロン排出抑制法による回収量の合計。 

自動車リサイクル法に基づく回収量は次の計算式により算出した。 

「自動車製造業者等による取引量」＋「フロン類回収業者による再利用量」＋「フロン類回収業者

による当年度末保管量」－「フロン類回収業者による前年度末保管量」
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表 4-6 冷媒フロン類の破壊量 
 

機 器 
フロン

類の 
種類 

平成 
19 
年度 

平成 
20 
年度 

平成 
21 
年度 

平成 
22 
年度 

平成 
23 
年度 

平成 
24 
年度 

平成 
25 
年度 

平成

26 
年度 

平成

27 
年度 

平成 
28 
年度 

業務用 
冷凍空調機器 
カーエアコン 

CFC 479 376 271 271 226 218 181  155  190 157 
HCFC 2,095 2,439 2,164 2,284 2,362 2,393 2,349  2,305  2,464 2,363  
HFC 1,036 1,346 1,505 1,596 1,528 1,829 1,940  2,034  2,161 2,951 
計 3,611 4,161 3,941 4,152 4,116 4,440 4,470  4,494  4,815 5,470 

家庭用 
エアコン 

HCFC 1,043 1,103 1,173 1,642 1,213 1,158 1,245  716  245 239 
HFC 40 66 119 220 262 322 461  325  142 179 
計 1,083 1,169 1,293 1,863 1,475 1,480 1,706  1,041  388 420 

家庭用 
冷蔵冷凍庫 

CFC 197 179 165 165 112 97 90  71  56 49 
HCFC 12 12 14 17 13 12 13  10  7 6 
HFC 90 111 136 174 160 169 186  108  40 49 
計 299 301 315 356 285 278 289  189  103 104 

特定フロン 
CFC 676 555 438 436 338 315 271  226  246  206  

HCFC 3,150 3,554 3,358 3,943 3,588 3,563 3,607  3,031  2,716  2,608  
小計 3,826 4,109 3,796 4,379 3,926 3,878 3,878  3,257  2,962  2,813  

代替フロン HFC 1,166 1,523 1,760 1,990 1,950 2,320 2,587  2,467  2,343  3,179  

合計  4,992 5,632 5,556 6,369 5,876 6,199 6,465 5,724 5,305  5,992  

注１）小数点未満を四捨五入したため、表中の数値の和は必ずしも合計欄の値に一致しない。 

 

これまで「京都議定書目標達成計画」において代替フロン等３ガスの排出抑制目標を定め、

産業界による行動計画の進捗状況のフォローアップ、HFC などに代わる代替物質の開発、

断熱材発泡剤・スプレー（エアゾール製品）等のノンフロン化の促進などを進めてきた。現

在は、「地球温暖化対策計画」（平成 28 年５月閣議決定）に基づき、代替フロン等４ガスの

排出抑制の取組を進めている。 

HFC を始めとする代替フロン等４ガスの排出量については、産業部門を中心に削減が進

んできたが、冷凍空調機器の冷媒用途を中心に増加傾向にある。また、廃棄時冷媒回収率は

依然３割程度で推移している。加えて、冷凍空調機器の使用中に、これまでの想定を大きく

上回る規模で冷媒フロン類が漏えいしていることが判明した。 

このため、フロン類のライフサイクル全般にわたる抜本的な対策を推進するため、平成 25

年通常国会においてフロン回収・破壊法が改正された。これにより、法律名を「フロン類の

使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改め、現行法に基づく業務用冷凍空調機器

の廃棄時や整備時におけるフロン類の回収及び破壊の徹底に加え、新たに、フロン類及びフ

ロン類使用製品の製造段階における規制、業務用冷凍空調機器の使用段階におけるフロン

類の漏えい防止対策等を講じることとなっており、平成 27 年度から全面施行された。 

現在、ガスメーカー、機器・製品メーカー、機器ユーザー、充填回収業者、破壊業者、再

生業者、施工・メンテナンス業者等の様々な主体がそれぞれの立場で対応し、ライフサイク

ル全体でのフロンの排出抑制の取組が進められているが、機器廃棄時の冷媒回収率が１０

年以上３割台で低迷している等、引き続き解決すべき課題も残っている。 

（単位：トン） 



巻末資料 

187 

 

図 4-11 フロン排出抑制法の概要（平成 27 年 4 月施行） 
 
（3）冷媒フロン類以外のストック対策 

①断熱材中フロン類の回収・破壊に向けた取組 

・ 家庭用冷凍冷蔵庫に使用される断熱材中のフロン類については、家電リサイクル法に

基づき、回収・破壊等がなされている。 

・ 建材用断熱材中のフロン類については、環境省において平成 12 年以降回収・破壊の

ための技術的事項を調査し、平成 19 年に「建材用断熱材フロンの処理技術」をとり

まとめた。 
 
②消火剤ハロン類の回収・再利用・破壊に向けた取組 

・ 建築物や危険物施設、船舶、航空機等に設置される消火設備・機器等の消火剤として

使用されているハロンについては、国家ハロンマネジメント戦略（2000 年）に基づ

き、特定非営利活動法人「消防環境ネットワーク」を中心として、データベースの管

理、不可欠用途（クリティカルユース）の十分な管理、回収・リサイクルの推進等が

行われている。 

・ 今後、1980 年代から 1990 年代初頭に建設された数多くの建築物が解体時期を迎え

ることに伴って回収されるハロン量の増加が予想されることなどを踏まえ、環境省で

は、不要・余剰となったハロンを適切に破壊処理するための技術的事項を調査し、平

成 18 年 5 月に「ハロン破壊処理ガイドライン」をとりまとめた。 
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表 4-7 ハロン使用機器の設置状況（2017 年(平成 29 年)12 月 31 日現在） 

ハロン種類 設備名 設置件数 ハロン量（kg） 
ハロン-1301 消火設備 29,912 15,628,995 
 消火装置 8,465 650,328 
 消火器 6,594 117,511 
 小計 44,971 16,396,834 
ハロン-2402 消火設備 281 145,353 
 消火装置 60 8,9118486 
 消火器 99 2,506 
 小計 440 156,345 
ハロン-1211 消火設備 33 13,858 
 消火装置 8 392 
 消火器 482 24574 
 小計 523 38,824 
合計  45,934 16,592,003 

（出典）ハロン等抑制対策連絡会 ハロン等抑制対策に関する報告書（平成 28 年度）より 

 

 

表 4-8 消防環境ネットワークの管理によるハロン-1301 の回収、供給量 

年度 供給量(トン) 回収量(トン) 
1994 100 27 
1995 117 56 
1996 126 59 
1997 111 46 
1998 73 94 
1999 57 78 
2000 65 97 
2001 66 104 
2002 63 80 
2003 52 112 
2004 100 118 
2005 123 133 
2006 173 110 
2007 208 145 
2008 156 146 
2009 89 99 
2010 58 161 
2011 46 159 
2012 41 196 
2013 102 217 
2014 180 179 
2015 202 166 
2016 193 172 

（出典）ハロン等抑制対策連絡会 ハロン等抑制対策に関する報告書（平成 29 年度）より 
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（4）化学物質排出把握管理促進法に基づく排出量の把握 

平成 13 年度から PRTR（化学物質排出移動量届出制度）が始まり、オゾン層破壊物質の

排出量等について、事業者の届出による事業場からの排出量等と、国の推計による事業場以

外からの排出量が毎年公表されている。 

 
表 4-9 平成 28 年度のオゾン層破壊物質の PRTR による排出量等 

   （単位：kg/年） 

 
* PRTR の対象となる事業所から１年間に環境中に排出された量として、事業者から国へ届け出られた量 
** PRTR の対象となる事業所以外から環境中へ排出される量として、国が推計した量 
*** ODS 排出量はモントリオール議定書の値を採用 
**** CO2 排出量は第 4 次 IPCC 報告書（100 年 GWP 値）を採用 
***** PRTR の対象となる事業所から１年間に廃棄物として事業所の外へ運び出された量 
 
 
 
 
 
 
 
 

届出外 排出量 届出

大気
公共用水

域
排出量＊＊ 合計 移動量＊＊＊＊＊

CFC-11 288 3,184 0 814,323 817,507 817.5 388.3 530

CFC-12 161 133 0 510,186 510,319 510.3 556.2 0

CFC-113 284 5,600 0 5,600 11,200 9.0 6.9 0

CFC-114 163 0 0 0 0 0.0 0.0 0

CFC-115 126 0 0 3,709 3,709 2.2 2.7 0

CFC-13 107 - - - - - - -

CFC-112 263 - - - - - - -

合計 8,917 0 1,333,818 1,342,735 1,339 954 530

ハロン1211 380 - - - - - - -

ハロン1301 382 11,770 0 17,506 29,276 292.8 20.9 0

ハロン2402 211 - - 0 0 0.0 0.0 -

合計 11,770 0 17,506 29,276 293 21 0

HCFC-21 177 2,520 0 2,520 5,040 0.2 0.0 0

HCFC-22 104 172,352 0 6,849,332 7,021,684 386.2 1,270.9 52,691

HCFC-123 164 55,213 0 195,875 251,088 5.0 1.9 0

HCFC-124 105 1,500 0 1,500 3,000 0.1 0.2 0

HCFC-133 106 21,000 0 21,000 42,000 2.5 0.0 22,000

HCFC-141b 176 11,434 0 729,309 740,743 81.5 53.7 7,460

HCFC-142b 103 26,000 0 312,710 338,710 22.0 78.2 38,000

HCFC-225 185 447,257 0 1,244,663 1,691,920 118.4 60.7 39,866

合計 737,276 0 9,356,909 10,094,185 616 1,466 160,017

149 7,083 308 7,391 14,782 16.3 2.1 197,161

279 521 20,072 20,593 41,186 4.1 0.6 270

386 137,729 480 539,405 677,614 406.6 0.3 3,617

903,296 20,860 11,275,622 12,199,778 2,675 2,444 361,595

臭化メチル

合計

四塩化炭素

1,1,1-トリクロロエタン

物質名 政令番号
届出排出量＊

(参考)排出量

(ODPトン)＊＊＊

(参考)排出量

(万CO2トン)＊＊＊＊

CFC

ハロン

HCFC
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図 4-12 PRTR に基づくオゾン層破壊物質の排出量（ODP 換算） 
 
 
 
 

 
図 4-13 PRTR に基づくオゾン層破壊物質の排出量（ODP 換算、CO2換算） 
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（5）代替フロン等４ガスの排出抑制の目標 

「地球温暖化対策計画」（平成 28 年 5 月 13 日閣議決定）においては、代替フロン等４ガ

ス（HFCs、PFCs、SF6、NF3）については、2030 年において、2013 年比 25.1％減（2005

年比 4.5％増）の水準（約 2,890 万トン－CO2）にすることを目標としている。 

 

表 4-10 代替フロン等 4 ガスの排出量の目標 

(単位：百万トン-CO2換算) 
 2005 年 

実績 
2013 年 
実績 

2030 年の 
排出量の目標 

代替フロン等 4 ガス 27.7 38.6 28.9 

HFCs 12.7 31.8 21.6 
PFCs 8.6 3.3 4.2 
SF6 5.1 2.2 2.7 
NF3 1.2 1.4 0.5 

（出典）「地球温暖化対策計画」平成 28 年 5 月 13 日閣議決定 
 

 

 
図 4-14 代替フロン等４ガスの排出量の推移（ガス別） 

 

 

 

（6）ノンフロン化の推進 

①グリーン購入法に基づくノンフロン化の推進 

フロンを使わない製品（ノンフロン製品）の普及を促進するため、「国等による環境物品

等の調達の推進等に関する法律（グリーン購入法）」に基づき、国等の行政機関に対してノ

ンフロン製品の調達を義務付けている。 
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表 4-11 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく 
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(フロン関係抜粋)（平成 30 年 2 月現在） 

ダストブロワー  

【判断の基準】 
●フロン類が使用されていないこと。ただし、可燃性の高い物質が使用されている場合にあっ

ては、製品に、その取扱いについての適切な記載がなされていること。 

（備考） 

・ダストブロワーに係る判断の基準における「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及

び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をい

う。判断の基準において使用できる物質は、二酸化炭素、ジメチルエーテル及びハイドロフ

ルオロオレフィン（HFO1234ze）等。 
・ダストブロワーに係る判断の基準については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化

に関する法律（平成 13 年法律第 64 号）第 2 条第 2 項の指定製品の対象となる製品に適

用するものとする。 

電気冷蔵庫、 
電気冷凍庫、 
電気冷凍冷蔵庫 

 
【判断の基準】 
●冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 
（備考） 
・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律

第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。  

エアコンディ 
ショナー 

 
【判断の基準】 
●冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は 750 以下であること。 

 

【配慮事項】 
●冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。 
（備考） 
・判断の基準については、経済産業省関係フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する

法律施行規則（平成 27 年経済産業省令第 29 号）第 3 条に規定する家庭用エアコンディシ

ョナー及び店舗・事務所用エアコンディショナーのうち、平成 27 年経済産業省告示第 50 
号（エアコンディショナーの製造業者等の判断の基準となるべき事項）により目標値及び目

標年度が定められる製品に適用するものとする。 
・「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対す

る比を示す数値をいう。 

ガスヒートポン 
プ式冷暖房機 

 
【判断の基準】 
●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

 

【配慮事項】 
●冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること。 
（備考） 
・「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する

比を示す数値をいう。 

ヒートポンプ式 
電気給湯器 

 
【判断の基準】 
●冷媒にフロン類が使用されていないこと。 

 

【配慮事項】 
●冷媒に可能な限り地球温暖化係数の小さい物質が使用されていること 
（備考） 
・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律

第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。 
・「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対す

る比を示す数値をいう。 
・判断の基準は、業務用ヒートポンプ式電気給湯器については適用しないものとする。ただし、

冷媒にオゾン層を破壊する物質は使用されていないこととする。 

 
※本表はフロン類関係を抜き出したものであり、それ以外の判断基準がある場合がある。詳しくは「環境

物品等の調達の推進に関する基本方針 平成 29 年 2 月」を参照。 
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表 4-11 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく 
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(フロン関係抜粋)（平成 30 年 2 月現在）（続き） 

自動車 

 

【判断の基準】 
○新しい技術の活用等により従来の自動車と比較して著しく環境負荷の低減を実現した自動

車であって、次に掲げる自動車であること。 
①電気自動車 
②天然ガス自動車 
③ハイブリッド自動車 
④プラグインハイブリッド自動車 
⑤燃料電池自動車 
⑥水素自動車 
⑦クリーンディーゼル自動車（乗車定員 10 人以下の乗用の用に供する自動車（以下「乗用車」

という。）に限る。以下同じ。） 
⑧乗用車・小型バス 
⑨小型貨物車 
⑩重量車 
⑪LP ガス自動車 

 

【配慮事項】 
●エアコンディショナーの冷媒に使用される物質の地球温暖化係数は 150 以下であること。 
（備考） 
・配慮事項については、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年

法律第 64 号）第 2 条第 2 項の指定製品の対象となる製品に適用するものとする。 
・「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対する

比を示す数値をいう。 

マットレス  

【判断の基準】 
●ウレタンフォームの発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 
（備考） 
・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法

律第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。 

断熱材  

【判断の基準】 
●建築物の外壁等を通しての熱の損失を防止するものであって、次の要件を満たすものとす

る。 
・フロン類が使用されていないこと。 

（備考） 
・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律

第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。 

氷蓄熱式 
空調機器 

 
【判断の基準】 
●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

ガスエンジン 
ヒートポンプ式 
空気調和機 

 
【判断の基準】 
●冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと。 

庁舎管理  

【配慮事項】 
●庁舎管理に空気調和設備、熱源設備の維持管理を含む場合にあっては、冷媒として用いられ

るフロン類の漏洩の防止のための適切な措置が講じられていること。 
（備考） 
・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律

第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。 

 
※本表はフロン類関係を抜き出したものであり、それ以外の判断基準がある場合がある。詳しくは「環境

物品等の調達の推進に関する基本方針 平成 29 年 2 月」を参照。 
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表 4-11 グリーン購入法（国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律）に基づく 
環境物品等の調達の推進に関する基本方針(フロン関係抜粋)（平成 30 年 2 月現在）（続き） 

加煙試験  

【判断の基準】 
●加煙試験器の発煙体にフロン類が使用されていないこと。 
（備考） 

・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年法律

第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。 
・判断の基準の適用については、平成 30 年度の 1 年間は経過措置を設けるものとし、この 

期間においては、当該基準を満たさない場合にあっても、特定調達物品等とみなすことと 
する。ただし、この期間においても、可能な限り発煙体にフロン類を使用しない加煙試験 

器を使用するよう努めること。 

飲料自動販売機 
設置 

 
【判断の基準】 
●冷媒及び断熱材発泡剤にフロン類が使用されていないこと。 

 

【配慮事項】 
●年間消費電力量及びエネルギー消費効率基準達成率並びに冷媒（種類、地球温暖化係数及び

封入量）が自動販売機本体の見やすい箇所に表示されるとともに、ウエブサイトにおいて公

表されていること。 
（備考） 

・「フロン類」とは、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成 13 年
法律第 64 号）第 2 条第 1 項に定める物質をいう。判断の基準において使用できる冷媒

は二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン（HFO1234yf）等）。 
・「地球温暖化係数」とは、地球の温暖化をもたらす程度の二酸化炭素に係る当該程度に対す

る比で示した数値をいう。 

 
※本表はフロン類関係を抜き出したものであり、それ以外の判断基準がある場合がある。詳しくは「環境

物品等の調達の推進に関する基本方針 平成 29 年 2 月」を参照。 

 

 

②省エネ型自然冷媒機器の導入補助 

 アンモニアや二酸化炭素などの自然冷媒を使用した冷凍等装置は、導入費用が高いこと

等により普及が進みにくい状況にある。このため、環境省では、このような省エネ自然冷媒

冷凍等装置の導入事業者に対して補助することにより、省エネ自然冷媒冷凍等装置の導入

を促進している。 

 

③その他のノンフロン化普及促進の取組 

 環境省では、自然冷媒冷凍空調機器、ノンフロン家庭用冷凍冷蔵庫、ノンフロンダストブ

ロワー、ノンフロン断熱材（硬質ウレタンフォーム）の 4 品目について、ノンフロン製品の

紹介冊子を作成し、その普及に取り組んでいる。 
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（7）開発途上国への支援 

モントリオール議定書に基づく規制は、開発途上国については平成 11 年から開始された

ところであり、開発途上国の議定書の遵守状況が今後のオゾン層の回復に大きく影響する

ことから、開発途上国に対し、我が国の排出抑制、回収・破壊、オゾン層破壊物質からの代

替に関する技術・経験をいかした支援を行っていく必要がある。このため、開発途上国の政

府職員等に対するオゾン層保護政策に関する研修等が実施されている。 

また、環境省では、モントリオール議定書多数国間基金を活用した開発途上国における二

国間協力プロジェクトを実施するため、支援方策の提案やプロジェクトの形成などを行っ

ている。特に、今後開発途上国において、オゾン層破壊物質を使用した機器の廃棄等に伴う

オゾン層破壊物質の排出増加が予想されることから、これらの処理方策について検討を行

うとともに、日本の回収・破壊に関する制度的・技術的知見、我が国のノンフロン技術等を

いかした協力に力を入れている。 

 

表 4-12 我が国のモントリオール議定書多数国間基金への拠出金 

期間 拠出金総額（含繰り越し） 我が国の拠出金 

第 1 期 1991～1993 年 24,000 万ドル 3,300 万ドル  

第 2 期 1994～1996 年 51,000 万ドル  6,500 万ドル 

第 3 期 1997～1999 年 54,000 万ドル  8,500 万ドル   

第 4 期 2000～2002 年 47,570 万ドル 9,900 万ドル 

第 5 期 2003～2005 年 57,300 万ドル 10,400 万ドル 

第 6 期 2006～2008 年 47,000 万ドル 8,800 万ドル 

第 7 期 2009～2011 年 49,000 万ドル 8,073 万ドル 

第 8 期 2012～2014 年 45,000 万ドル 6,394 万ドル 

第 9 期 2015～2017 年 50,750 万ドル 6,568 万ドル 
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表 4-13 我が国の途上国支援プロジェクトの例（環境省担当） 

対象国 プロジェクト名 時期 支援額 支援内容 

スリランカ アジア太平洋地域に

おけるモントリオー

ル議定書の遵守促進

のための多数国間基

金による戦略的計画

の実施 

2001～
2002 年 

167,805 ドル 
（多数国間基金） 

途上国自身が自立してモントリオー

ル議定書を遵守するため、自国のオ

ゾン層破壊物質消費状況の全体像を

把握し、すべてのオゾン層破壊物質

を撤廃するための計画である国家遵

守戦略(National Compliance 
Strategy)を作成することを支援。 

イラン・ 

モンゴル 

アジア太平洋地域に

おけるモントリオー

ル議定書の遵守促進

のための多数国間基

金による戦略的計画

の実施（第２フェー

ズ） 

2002～
2003 年 

141,250 ドル 
（多数国間基金） 

上記プロジェクトの継続事業とし

て、イラン及びモンゴルを対象に、

関係国際機関と協力し、調整会合の

実施等を支援。 

スリランカ 国家遵守行動計画 
（National 
Compliance Action 
Plan） 

2005～
2009 年 

751,902 ドル 
（多数国間基金） 

2010 年の CFC 消費量全廃のための

包括的支援。CFC の回収・再利用、

カーエアコンの改修、貿易管理、技

術者訓練等。 

モンゴル 終削減管理計画 
（Terminal Phase-
out Management 
Plan） 

2005～
2009 年 

269,957 ドル 
（多数国間基金） 

2010 年の CFC 消費量全廃のための

包括的支援。CFC の回収・再利用、

貿易管理、技術者訓練等。 

インドネシ

ア 

フロン破壊処理施設整

備事業 
2006～
2009 年 

－ セメントキルンを改修したフロン破

壊処理施設の設置、破壊実証試験

等。 

アジア太平

洋地域 

不要オゾン層破壊物

質破壊処理実証事業

準備 

2008～
2009 年 

33,900 ドル 
（多数国間基金） 

アジア太平洋地域での不要オゾン層

破壊物質破壊処理のロジスティッ

ク、破壊処理施設の設置等のための

多数国間基金プロジェクトの準備。 

モンゴル XPS 製造工場におけ

る HCFC 消費量削減

事業準備 

2010 年 60,000 ドル 
（多数国間基金） 

モンゴル国内の２つの XPS 製造工場

における HCFC 転換のための多数国

間基金プロジェクトの準備。 

モンゴル HCFC 削減管理計画

（XPS 製造工場にお

ける HCFC 消費量削

減事業） 

2011 年

～ 
130,000 ドル 

（多数国間基金） 
モンゴルにおける HCFC 削減管理計

画のうちモンゴル国内の 2 つの XPS
製造工場における HCFC 転換。 

中国 HCFC 削減管理計画

（冷蔵サービス分野

における HCFC 削

減） 

2011 年

～ 
400,000 ドル 

（多数国間基金） 
中国における HCFC 削減管理計画の

うち冷蔵サービス分野における

HCFC 削減 
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１－５．オゾン層保護対策の効果 

（1）モントリオール議定書によるオゾン層保護の効果 

オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書は、オゾン層破壊物質（ODS）の

生産・消費に関する具体的な規制措置を進め、EESC（詳細は第 1 部 3-1（b）（P15）脚注を

参照）を減少させる効果を上げてきた。モントリオール議定書は 1987 年の採択以来、6 回

にわたって改正・調整されてきたが、それぞれの改正・調整が EESC の減少にどのような効

果をもたらしたかを予測したものが図 4-15 である。1992 年のコペンハーゲン改正以降、

EESC の長期的な減少が期待されている。 

 

 

 

図 4-15 モントリオール議定書の EESC の削減効果 
オゾン層破壊物質の量に関する将来予測を EESC で示したもの。モントリオール議定書が採択されていな

いと仮定した場合（①）、モントリオール議定書採択当時（1987 年）の規制に即した場合（②）及びその後

の改正・調整による場合別に EESC の予測量が表されている。 
（出典）Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2014 Update 

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014（WMO, 2015）より作成 
 
 

                                                  
 現時点で考えられる ODS の放出はモントリオール議定書の枠組み内で認められている途上国での ODS
の生産・使用に伴う放出ならびにバンクと呼ばれる市中に存在する ODS 類（例：冷蔵設備で今なお用い

られている CFC、消火設備内に存在するハロン）の放出である。仮に 2014 年時点でこれらの潜在的な

ODS の放出を完全になくした場合の今後の EESC の推移は図 4-14 の破線で示す通りである。2007 年の

モントリオール改正に従った場合に期待される EESC の推移はこの破線で示した推移とは明らかに異な

っており、今後数十年はある程度の ODS 放出が見込まれることを意味する。なお、2014 年以降の ODS
放出を完全になくすことにより、EESC が 1980 年レベルに戻る時期を 13 年早めることが期待できる。

（Q&A: WMO, 2015） 
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 モントリオール議定書による取組みにより EESC の増加を食い止め、着実な減少へと導

いたことは、深刻なオゾン層破壊の回避に繋がった。図 4-16 は化学気候モデルによって計

算された、ODS に対する規制を行わなかった場合に予想される年平均のオゾン全量ならび

にその緯度分布の変化を示したものである。ODS に対する規制が実施されたもとでの 2000

年のオゾン全量（図 4-16 中の破線）と ODS に対する規制が取られなかった状況下でのオ

ゾン全量の変化を比較すると、2000 年時点では規制無しのシナリオでのオゾン全量の緯度

分布は規制有りのシナリオでの緯度分布に比べて、極域や低緯度域でのオゾン全量が少な

いが、全体的には大きな違いは現れていない。これは、図 4-15 からもわかる通り、2000 年

の時点では規制の有無による EESC の値の差はさほど顕著でないことと矛盾しない。一方、

ODS に対する規制無しのシナリオ下でのオゾン全量の 2020 年以降の変化については、

2020 年には南極域のオゾン全量は年平均でもオゾンホールの基準である 220m atm-cm を

下回り、2040 年には、北極域並びに低緯度域でも年平均のオゾン全量が 220m atm-cm 程

度になることが予測されている。さらに 2052 年の段階では、中緯度域に見られるオゾン全

量の大きな緯度勾配の特徴は消失し、また年平均のオゾン全量は全ての緯度帯において、オ

ゾンホールの基準である 220m atm-cm を下回る予測となっており、深刻な影響が見込まれ

ることが分かる。また、北半球中高緯度および南半球中高緯度のオゾン全量分布の経年変化

を図 4-17 に示す。南半球では、ほぼ南極を中心に 220 m atm-cm 以下の領域（黒の斜線の

部分）が拡大してゆくのに対し、北半球ではグリーンランド、スカンジナビア半島とその少

し東側の経度で先に拡大する傾向があることがわかる。 

 
図 4-16 モントリオール議定書によるオゾン層の保護効果 

モントリオール議定書によるオゾン層破壊物質の規制がないと仮定した場合のオゾン全量の予測を緯度帯

別に平均したもの。破線は、ODS に対する規制を考慮したシナリオのもとで計算されたオゾン全量の緯度

分布。網掛けは 220m atm-cm 以下の部分。 
（出典）Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010 （WMO, 2011）より作成 
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図 4-17 北半球中高緯度（上）および南半球中高緯度（下）のオゾン全量分布の経年変化 
モントリオール議定書によるオゾン層破壊物質の規制がないと仮定した場合のオゾン全量の予測値の分

布を濃淡で表す。北緯 45 度～90 度の 1 月～4 月およびおよび南緯 45 度～90 度の 9 月～11 月の領域と期

間で、それぞれオゾン全量が 低値を示した日の分布を示す。濃淡のスケールの数字の単位は m atm-cm。

オゾン全量が 220 m atm-cm 以下を示す領域を黒の斜線で示す。（出典）国立環境研究所秋吉英治氏提供デ

ータ 
 

 

ODS に対する規制が取られなかった状況を仮定して計算されたオゾン全量の減少は、地

上付近での太陽紫外線の増加にも大きな影響を与える。図 4-16 のシミュレーションに基づ

き、北半球中緯度の正午の UV インデックスを予測したものが図 4-18 である。これによれ

ば、オゾン層破壊物質の規制が行われていなかったと仮定すると、2060 年には北半球中緯

度帯の夏季の UV インデックスは現在の 2.5 倍に達すると予測されている。 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 4-18 北半球中緯度帯の UV インデックスの予測（仮定） 
実線はモントリオール議定書によるオゾン層破壊物質の規制がないと仮定した場合の UV インデックスの

予測。北半球中緯度帯（北緯 30～50 度）における夏季（7 月 2 日）の正午を想定している。破線はモント

リオール議定書によりオゾン層破壊物質が規制される場合の予測。UV インデックスの強度については、8
～10 は「非常に強い」、11 以上は「極端に強い」強度とされている。 
（出典）Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010（WMO, 2011）及び Environmental Effects of 
Ozone Depletion and Its Interactions with Climate Change: 2014Assessment（UNEP-EEAP, 2015）を

もとに作成

（m atm-cm）
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（2）モントリオール議定書による地球温暖化防止への貢献 

オゾン層破壊物質である CFC は、オゾン層の破壊に関係しているだけでなく、二酸化炭

素やメタン等と同様に、温室効果ガスという性質を持つ。モントリオール議定書によるオゾ

ン層破壊物質の規制は、オゾン層保護だけではなく地球温暖化の防止にも貢献してきた。図

4-19 は地球温暖化係数で重み付けした放出量を示している。モントリオール議定書が締結

された 1987 年時点の温室効果ガスとしての ODS の放出量は、二酸化炭素の量に換算する

と約 9.3 億トンに相当し、当時の二酸化炭素放出量（約 21 億トン）のほぼ半分の量に相当

していた。一方、図中の網掛け部分は、モントリオール議定書の実施により、温室効果ガス

として新たに放出されることを避けることが出来た ODS の量を示した部分である。2010

年現在、モントリオール議定書によって削減されたオゾン層破壊物質の放出量は、二酸化炭

素の量に換算すると、1 年あたり約 100 億トンに相当する。これは、先進国の温室効果ガス

排出量削減目標を定めた京都議定書の第一約束期間（2008～2012 年）の削減目標（二酸化

炭素換算で 1 年あたり約 20 億トン）の 5～6 倍に相当する。 

 

図 4-19 地球温暖化係数で重み付けした放出量（CO2換算） 
実線 a はオゾン層破壊物質を地球温暖化係数で重み付けして合計した世界の放出量であり、モントリオー

ル議定書の効果により減少に転じていることが分かる。実線 b・破線 c は議定書による規制がなく、1987
年から毎年 3%増加したと仮定した場合（実線 b）と毎年 2%増加したと仮定した場合（破線 c）の放出量で

ある。実線 d は二酸化炭素の放出量であり、2007 年までは世界の化石燃料使用量とセメント生産量から求

められたものである。2007 年以降は、IPCC の排出シナリオに関する特別報告書（SRES）による二酸化

炭素放出シナリオの 大を表す。破線 e は SRES シナリオのうち、 小の二酸化炭素放出量を表す。 
（出典）Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2014 Update 

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014（WMO, 2015）より作成

b 

a 

c 

d 

e 
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（3）ＨＦＣによる地球温暖化への影響 

モントリオール議定書による CFC や HCFC 等の生産規制をうけ、オゾン層を全く破壊

しない HFC が利用されている。しかし、HFC は強力な温室効果ガスであることが分かっ

ており、京都議定書において削減対象となっている。図 4-20 は HFC の温暖化効果を示し

たものであり、二酸化炭素に比べて温暖化係数が高いことが分かる。 

 
図 4-20 HFC の地球温暖化係数 

二酸化炭素を 1 とした場合の HFC の地球温暖化係数を示したもの。 
（出典）IPCC 第 4 次評価報告書（2007）より作成 
 

二酸化炭素に換算した HFC の放出量は年あたり 8%の割合で増加しており、今後さらに

加速すると予測されている（図 4-21）。HFC の規制が行われないと仮定したシナリオによ

れば、地球温暖化係数を考慮した放出量は、2050 年までに 1988 年のピーク時の CFC の

50％を超えるようになり、温室効果に対する HFC の寄与が高まることが予測され、気候変

化を通じたオゾン層への影響が考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
図 4-21 地球温暖化係数で重み付けした HFC の放出量予測 

地球温暖化係数で重み付けした HFC、HCFC 及び CFC の放出量を示す。各物質の放出量にそれぞれの地

球温暖化係数（直接効果のみ、評価期間 100 年で、二酸化炭素を 1 とする）を乗じて、二酸化炭素相当の

放出量を求めた。HFC の「多」「少」の表示は、それぞれ予測シナリオの中の上限・下限を示す。 
（出典）Twenty Questions and Answers About the Ozone Layer: 2014 Update 

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014（WMO, 2015）より作成
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２．ＷＭＯ科学評価パネル報告書政策決定者向けアセス

メント要旨（2014 年）* 
 

オゾン層破壊の科学アセスメント：2014 

Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014 
 

政策決定者向けアセスメント 総括要旨 

Executive Summary of the Assessment for Decision-Makers of the 2014 
Ozone Assessment 

 

これは 2014 年オゾンアセスメントの政策決定者向けアセスメントの総括要旨です。以下

に続くアセスメントの 5 つの科学的な章における政策関連の主要な評価の研究成果が含ま

れています。 
 
モントリオール議定書の下で取られた対策は、大気中の規制対象オゾン層破

壊物質の量を減少させ、オゾン層の 1980 年レベルへの回復を可能にしている。 
 
・モントリオール議定書の下で規制されている物質の対流圏中の量は減少し続けている。

主な規制対象オゾン層破壊物質の大部分は予想どおりに大きく減少したが、ハイドロク

ロロフルオロカーボン類（HCFC類）とハロン-1301は依然として増加している。四塩

化炭素の量については、未知あるいは未報告の放出源がなければ説明がつかない。 
 
・オゾン層破壊物質が分解してできる塩素や臭素を含む化合物の成層圏中の量は減少して

いる。（等価実効成層圏塩素 EESC 訳注 Aによって見積もられた）塩素と臭素の量は 2012

年までに 10～15 年前のピーク時より 10～15％減少した。塩化メチル（CH3CCｌ3）、臭

化メチル（CH3Br）、クロロフルオロカーボン類（CFC 類）の大気中の量の減少は、見

積もられた減少分とほぼ対応している。 
 
・オゾン全量は地球の大部分で1980年代から1990年代初めに減少した（南緯60～北緯60度

の平均で約2.5％）。2000年以降ではオゾン全量は比較的変化がなく、想定されたとおり

近年はわずかな増加の兆候を示している。上部成層圏では 近明らかなオゾンの増加が

見られ、気候モデルによれば、オゾン層破壊物質の減少と二酸化炭素の増加による上部

成層圏の冷却による影響が考えられる。 
 
・現在のオゾン層破壊物質の量から想定されるように、南極オゾンホールは毎春発生し続

ける。2011年の冬/春、北極成層圏は特に低温となり、そのような状況下で想定されると

おりに大規模なオゾン層破壊がもたらされた。 

・モントリオール議定書が完全に遵守されれば、地球の大部分でオゾン全量は 1980 年のレ

                                                  
* 気象庁「オゾン層・紫外線の年のまとめ（2014）」より引用、一部改変 
訳注 A 等価実効成層圏塩素（EESC）については、第 1 部 3-1（b）（P15）脚注を参照。 
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ベルに回復するであろう。この回復は、中緯度帯と北極では今世紀中頃より前、南極オゾ

ンホールはそれよりいくらか後となると予測される。 
 
南極オゾンホールは南半球の夏の地上の気候に大きな変化をもたらした。 
 
・オゾン層破壊による南極の下部成層圏の冷却は、南半球対流圏の夏季大気循環において

近数十年に観測された変化の主な要因である可能性が非常に高い。この変化は地上気

温や降水量、海洋への影響を伴う。北半球においては、成層圏オゾンの破壊と対流圏の

気候との明瞭な関連は見出されていない。 
 
オゾン層破壊物質が減少すると、二酸化炭素（CO2）、一酸化二窒素（N2O）、

メタン（CH4）の変化はオゾン層に対してより大きな影響を持つようになるであ

ろう。 
 
・規制対象オゾン層破壊物質が減少すると、21世紀後半のオゾン層の変動は大気中の

CO2、N2O、CH4に大きく依存するであろう。全般的に、CO2とCH4の増加は世界全体

のオゾン量を増加させ、一方で増加するN2Oはさらに世界全体のオゾン層を破壊する。

南極オゾンホールは、これらの物質の影響はより小さい。 
 
・熱帯では、21世紀中にオゾン全量の明瞭な減少が予測される。熱帯のオゾン量は、オゾン

層破壊物質減少の影響は小さく、CO2、N2O、CH4の増加による大気循環の変化訳注Bに影

響される。 
 
モントリオール議定書による気候への好ましい効果は、オゾン層破壊物質の代

替として利用されるHFC類の将来の排出によってかなり相殺されてしまう可能

性がある。 
 
・モントリオール議定書とその改正、調整は世界的な温室効果ガスの排出削減に大きく貢献

した。2010年において、モントリオール議定書によるオゾン層破壊物質の年間削減量は

CO2換算で1年あたり約100億トンの排出抑制に相当すると推定されている。これは京都

議定書の第一約束期間（2008～2012年）における年間削減量目標の約5倍である（オゾ

ン破壊の科学アセスメント2010総括要旨より）。※1 
 
・オゾン層破壊物質の代替として現在使われているハイドロフルオロカーボン類（HFC類）

の排出量は、CO2換算で年あたり合計約5億トンの小さな寄与である。この排出量は現在、

年間約7％の割合で増加しており、今後も増加が続くと予測されている。 

・HFC類の現在の構成が変わらないとすると、増加する需要によってHFCの排出量はCO2

                                                  
訳注 B CO2、N2O、CH4は主要な温室効果ガスであり、ここでは地球温暖化に伴う大気循環の変化のことを

述べている。 
※1 ここでいう CO2換算の排出量とは、すなわち GWP で重み付けされた排出量で、対象とする物質の排

出量に 100 年間の地球温暖化係数を乗じたものとして定義する。温室効果ガスとしてのオゾン層破壊物質

の効果の一部は、オゾンの変化による冷却により相殺される。 
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換算で2050年までに年あたり88億トンに上る可能性があり、これは1980年代後半の

CFC類のピーク時排出量であるCO2換算で年あたり約95億トンにほぼ等しい。※2 
 
・地球温暖化係数（GWP）訳注Cの高いHFC類の使用をGWPの低い化合物、あるいは別の技

術訳注Dに置き換えることは、本質的にCO2換算の排出量を抑制することに相当する。 
 
・こうしたGWPの低い化合物の候補の一つはハイドロフルオロオレフィン類（HFO類）で、

その一つ（HFO-1234yf）は大気酸化の過程で残留性のトリフルオロ酢酸（TFA）を分解

生成する。TFAの環境への影響は今後数十年において軽微であると考えられている一方

で、さらに長期間の潜在的な影響を見積もるためには、TFAの環境残留性とHFO類の将

来利用の不確定性による将来への影響の評価が必要かもしれない。 
 
・2050 年までに、HFC の貯蔵物は CO2換算で 650 億トンにまで増加すると見積もられる。

HFCの貯蔵物による気候変動への影響は、貯蔵物の蓄積を避けるためGWP が高いHFC

類の将来の利用を制限すること、あるいは貯蔵物を破壊することで減少させることがで

きるかもしれない。 
 
モントリオール議定書締約国およびその他の政策決定者向けの追加の重要課題

が確認された。 
 
・推定された寿命と正確に測定された大気中の量に基づいて算出された四塩化炭素（CCl4）

の排出量は、過去 10 年間に報告された生産量と使用量から算出された排出量よりはる

かに大きくなった。 
 
・2009年時点で、臭化メチルのモントリオール議定書規制対象用途の消費量は、規制対象

でない“検疫と出荷前処理”訳注E用途の消費量を下回った。 
 
・塩素や臭素を含む極短寿命物質（VSLS）の人為的排出の増加は、特に熱帯起源のものは、

成層圏オゾンにとって新たな課題である。VSLSの排出の相対的な寄与は、モントリオー

ル議定書の下で規制されているオゾン層破壊物質が減少すると、重要となる可能性があ

る。 
 
・今後数十年にわたって大気中のオゾン層破壊物質量が減少し続けると、成層圏における窒

素酸化物の主な源である一酸化二窒素（N2O）が将来のオゾン層破壊において重要性を

増すだろう。 

                                                  
※2 これは 1980 年代後半の化石燃料やセメントによる排出量の約 45％に相当する。 
訳注 C 地球温暖化係数（GWP）とは、二酸化炭素以外の温室効果ガスの排出量を同等な効果をもつ二酸化

炭素の排出量に換算する係数の一種で、地上気温の上昇量に基づいて定義される。 
訳注 D オゾン層を破壊せず、かつ地球温暖化にも寄与しない物質を用いることを指す。 
訳注 E ここでいう臭化メチルの検疫用途とは、検疫有害動植物(病気を含む)の進入、定着および拡散を防

止するための用途、もしくはそれらの公的な管理を確保するための用途である。出荷前用途とは、輸入国

の植物衛生上もしくは衛生上の要求に適合するため、もしくは輸出国の植物衛生上もしくは衛生上の要求

に適合するため、輸出前および輸出に関係して直接適用される処置である。（UNEP, 2012） 
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・HCFC-22生産の副産物であるHFC-23の排出は、削減努力にもかかわらず続いている。 
 
・オゾン層破壊物質の濃度が高い状態である間に、火山の大噴火やジオエンジニアリング活

動訳注Fによる成層圏の硫酸エアロゾルの大規模な増加が起こると、地球の大部分で大規

模なオゾン層の化学的な破壊をもたらすだろう。 
 
これまでモントリオール議定書の下で取られた対策は、オゾン層破壊物質の生産

や消費を大幅に削減したが、将来のオゾン層破壊を軽減するために追加の、しか

し限定的な選択肢がある。 
 
・モントリオール議定書の遵守を仮定すると、現在の貯蔵物からの放出は、将来生産される

オゾン層破壊物質による放出よりもオゾン層破壊に寄与すると予測される。 
 
・オゾン層の 1980 年レベルへの回復を早めるための考えられる選択肢をグラフに示す（中

緯度の EESC を基に解析）。全ての貯蔵物や生産物からの排出をなくすことによる効果

の累積により、この回復は 11 年早まる。 

 

 

 

                                                  
訳注 F ここでは地球温暖化緩和のため、大気中に SO2 などを放出することを指している。 
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３．UNEP 環境影響評価パネル報告書要旨（2014 年）*  

 

オゾン層破壊と気候変化との相互作用による環境影響：2014 アセスメント 

Environmental Effects of Ozone Depletion and its Interactions with 
Climate Change: 2014 Assessment 

 
総括要旨 

Executive Summary 
 

※本資料では、和訳の後に原文（英語）を併記しているが、 終版では和訳のみの掲載とな

る。 

※語句・用語の統一など：「ばく露」（＝「曝露」だが左記で統一。×暴露、×爆露） 

「気候変化」（長期的な傾向を示す場合。短期的な変動や、条約等における正式名称で使

う場合は「気候変動」もあり得る（例：『気候変動に関する国際連合枠組条約』等）。 

 

オゾン層破壊と気候変化 

・モントリオール議定書は引き続き効果を上げている。「オゾン層を破壊する物質に関する

モントリオール議定書」の科学アセスメントパネルは、規制されているほとんどのオゾン層

破壊物質（ODS）の大気中存在量が減少していると結論づけている。世界的にオゾン層が

ODS による破壊から回復しつつあることを示すいくつかの兆候がある。しかしながら、大

気の変動や気候変化の影響といった要因も考えうるため、観測されている 2000 年以降の全

球オゾンの増加の原因を、同時期に進んでいる ODS の減少によるものと確実に帰するとは

言いがたい。南極大陸では大規模なオゾン層破壊が毎年発生している。北極では、オゾン層

破壊は概して南極に比べて顕著ではないが、変動が大きい。2010 年春には非常に高い成層

圏オゾン濃度が観測されたが、続く 2011 年の春には過去 低の値を記録した。 

 

・モントリオール議定書がオゾン層破壊を限定な規模に留めることに成功していることか

ら、1990 年代半ばから多くの地点で測定されている UV-B 放射照度の変化は主にオゾン以

外の要因によるものである。北半球中緯度域のいくつかの地点では、10 年間で 5〜10％の

UV-B（280〜315nm）放射照度の増加が報告されている。これらは主に雲量およびエアロ

ゾルの減少によって生じたものである。しかしながら、北半球高緯度域のいくつかの地点で

は、主に積雪量または氷量の減少により、同じ期間に UV-B 放射照度が低下している。自然

変動が大きいため、観測からは、成層圏オゾン濃度の安定化や回復の兆しに対応した UV-B

放射照度の変化は検出されていない。 

・高緯度域での一時的なオゾン減少の影響により、UV-B 放射照度が短期的に大幅に増加し

                                                  
* 環境省による仮訳 
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ているのが測定された場所もあった。例えば、北極圏およびスカンジナビアのいくつかの地

点では、2011 年春の北極でのオゾン濃度低下により、オゾン濃度が低下した時期の紅斑紫

外線量の平均値が 40〜50％増加した。同時期に中央ヨーロッパでは、約 25％増加したと見

積もられる。 

 

・高緯度域での将来の UV-B 放射照度は、成層圏オゾンの回復および雲量や地表反射率の

変化によって決まるであろう。南極では、オゾン層の回復が継続されると、2100 年には正

午の平均 UV インデックス（UVI）が 大 40％まで減少すると推定されている。この減少

は、オゾン層破壊によってこれまでに生じた UVI の増加と同等である。北半球高緯度域で

は、雲量の増加も予想されるため、UVI は 大 7％減少すると推定される。氷の融解による

地表反射率の低下は継続的にUVIの減少に貢献し、それにより南極大陸の縁辺部で 大 3％、

北極では 大 10％まで UVI が減少することが見込まれるが、これらの影響の規模の信頼性

は低い。 

 

・モントリオール議定書は引き続き効果的に実施されており、極域以外の地域の UV-B 放

射照度の将来的変化は、オゾン以外の要因の変化に左右される可能性が高い。21 世紀の終

わりまでにオゾン層の回復が UV-B 放射照度に与える効果は非常に小さく、UVI の減少は

0〜5％にとどまるであろう。それに加え、予想される雲量の増加による UVI の減少は 大

3％減少と推定されている。UVI の将来的変化は、エアロゾルの減少に左右される可能性が

高く、特に人口密度が高い地域では（エアロゾルの減少は）UVI の増加をもたらすであろ

う。例えば、アジアの諸地域では、20 世紀後半に生じたであろう UVI の大幅な減少から一

転して、UVI は 大 40％まで増加すると推定されている。エアロゾルの推定量および光学

特性、そして排出ガス規制に関する将来の政策の不確実性ゆえに、このようなエアロゾル効

果の信頼性は非常に低い。 

 

人の健康 

・多くの白色人種で、健康に重大な影響を及ぼすのは、おそらくオゾン層破壊による UVB

放射照度の増加よりも、日光暴露に関わる行動様式の変化のほうが大きい。日照の多い地

域への休暇旅行の増加、身体を覆う部分が少ない服の着用、日に焼けた肌になりたいという

願望といったものはすべて、個人の UV-B 放射に対するばく露量が数十年前と比べて増加

している要因となっている可能性が高い。このような行動様式の変化は、人の健康に悪い影

響と良い影響の両方をもたらす。 

 

・過度の UV-B ばく露で直後に顕れる悪影響としては、皮膚の日焼けおよび眼の炎症（日

光性結膜炎もしくは日光性角膜炎）が挙げられる。長期間の日常の低線量の日光ばく露、も

しくは繰り返し高線量の日光ばく露を受けることで生じる症状としては、黒色腫および非

黒色腫皮膚がん（基底細胞がんおよび有棘細胞（扁平上皮細胞）がん）、そして眼の白内障
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および翼状片（結膜の腫瘍）が挙げられる。上記のそれぞれの皮膚がんの罹患率は 1960 年

代から白色人種の間で著しく増加してきたが、近年いくつかの国では効果的な公衆衛生キ

ャンペーンのおかげで若年層の罹患率は安定している。白内障は世界的に失明の 大の原

因となっている。 

 

・皮膚の太陽紫外線放射へのばく露の良い影響としてもっともよく知られているのは、ビ

タミン D の合成である。ビタミン D は血液中のカルシウム濃度を維持する働きをもち、骨

を強くするために必要である。日光ばく露により皮膚がどれだけ効率的にビタミン D を生

成するかは人によって異なり、またおそらくビタミン D の生理的必要量も人によって異な

る。ビタミン D の欠乏は、がん、自己免疫疾患、感染症といった様々な病気に罹るリスク

を高める可能性がある。低ビタミン D 値がそれらの病気の原因であるのか、またはそれら

の病気の結果として生じるのか、もしくは健康障害を引き起こす他の要因の指標であるの

かは現在のところ判明していない。 

 

・太陽の紫外線放射への過剰ばく露を避ける方法としては、屋内で過ごす、日陰に避難す

る、UV カットの服や縁のついた帽子、サングラスを着用する、サンスクリーン剤（日焼け

止め）を塗る、などがある。これらの方法を用いて、日光ばく露の有害な影響と良い影響の

バランスをとるようにするとよい。推奨される屋外活動時間は、肌の色、年齢、服装といっ

た個人的な要因、さらには場所、時間帯、季節といった環境的な要因に応じて、個人ごとに

異なるため、実際にはそのようなバランスを達成することは難しいだろう。個人差がある中

で、それぞれの人にとって 適なビタミン D 値、そしてそれを達成にするのに必要な日光

ばく露の量およびパターンを定義するのには、現在のところ不確実性が伴う。そのため、現

段階で、一般大衆に向け適切なメッセージを発信するのは容易ではない。 

 

・気候変化は人々の日光ばく露に関わる行動に影響を与える可能性があるが、そのインパ

クトは季節や場所によって差がある。例えば、気温が上昇することで、すでに暑い気候のと

ころでは屋外で過ごす時間が減少するが、涼しい気候の場所では屋外で過ごす時間が増え

るであろう。 

 

陸域生態系 

・UV-B 放射が植物に与える効果はさまざまな非生物的要因および生物的要因に左右され、

植物生産性および生態系の機能に正負の影響および負の影響を及ぼす。オゾン層破壊、UV-

B 放射へのばく露増加、および気候変化は生物系に影響を与え、その結果多様なフィードバ

ックや影響の複雑性が生じる。南半球の中／高緯度域では、オゾン層破壊の結果生じる紫外

線放射の増加により、植物生産性がわずかに低下した可能性がある。一方で、UV-B 放射へ

のばく露は、植物の耐寒性を強め、草食動物や病原体への抵抗力を高めうる。また、農産物

および園芸産物の質を向上させたり、生産量を増加あるいは減少させたりしうるため、その
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結果として食料安全保障に関わりうることになる。 

 

・UV-B 放射へのばく露は、一般的な気候や植物リター（落葉落枝）の化学的性質および構

造に応じて、リターの分解速度を速めたり遅くすることがありうる。乾燥生態系および半

乾燥生態系（草原、サバンナ、および砂漠）では、概して光分解が植物リターの分解速度を

速めるため、分解の重要な推進力であるとみなされている。ただし、その地域規模および地

球規模での生物地球化学的重要性を定量化するのには不確実性が伴う。UV-B、UV-A（315-

400nm）および可視光放射へのばく露による植物リター分解の変化は、炭素や他の栄養素

の循環および貯留に影響を及ぼしうる。 

 

・太陽の紫外線放射は、植物、植物リターおよび土壌表面からの一酸化炭素、二酸化炭素、

メタン等の揮発性有機化合物の放出を促進することで気候変化に関係する可能性を有して

いる。微量ガスの排出メカニズムおよび排出源が、植物や生態系において確認されている。

紫外線放射は他の非生物的要因、特に温度と共に放出を促進する。放出の規模、速度、分布

様式については、現在のところ依然として不確実性が高い。このような紫外線放射のプロセ

スは大気放射収支（放射強制力）に影響を与え、その結果、気候変化を生じさせる微量ガス

の放出を増大させうる。 
 
・UV-B 放射は土壌中かなりの深さまで到達することはないが、地上に出ている植物の部位

や微生物および植物リターを変化させることで、地中のさまざまなプロセスに影響を与え

うる。このことは、植物根、微生物、土壌動物および周辺植物の相互作用を変化させ、土壌

肥沃度、炭素貯留、植物生産性および種組成に影響を及ぼす可能性を含んでいる。 
 
・南半球の陸域生態系は南極のオゾンホールの影響を受けている。これにより生じた降雨

パターンの変化は、ニュージーランド東部での樹木成長の増進や南アメリカ南東部の農業

拡大といった生態系の変化と関連があるとされている。反対に、パタゴニアや南極大陸東部

での樹木や苔床の成長低下は、利用可能な水資源量の減少と関連付けられている。従って、

これらの地域においてオゾン層破壊が陸域生態系に与える影響を十全に理解するためには、

紫外線放射と気候変化をともに考慮に入れる必要がある。 

 

水圏生態系 

・気候変化と紫外線放射は、植物プランクトンの生産性および海洋生態系の種組成に影響

を与える。植物プランクトン（一次生産者）は、太陽の UV-B 放射の増加および急激な地域

的気候変化により南極半島の西岸で減少している。気候変化と関連している周期的に起こ

る海氷域の生物活動の変化、および光や栄養塩の供給量の変化は、種組成に影響を与える可

能性がある。生物は、修復機構または紫外線吸収化合物の生成により、UV-B 放射による損

傷を軽減する。 

・気候変化と紫外線放射との相互作用は水圏生態系に強い影響を及ぼしており、温度、紫外
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線放射、温室ガス濃度間のフィードバックによって水圏生態系は将来変化するであろう。

気温の上昇により、多くの湖や海洋の表面温度が上昇している。地域によっては、大型湖の

表面温度が気温の二倍の速度で上昇しているところもある。多くの海洋生態系の種組成お

よび分布が、海洋の温度上昇によって変化する可能性がある。その他にも、珊瑚などの生物

は、温度上昇によってそれ以外のストレス要因への耐性が変化する可能性がある。また、こ

のような温度上昇は生物の温度適応活動範囲を極方向へと移動させ、群落構造の変化を引

き起こす可能性がある。 

 

・海洋の温度上昇の結果、成層が強化され、表層混合層深度が減少する。表層混合層深度の

減少によって、そこに生息する生物は太陽の可視放射および紫外線放射により多く曝され

ることになる。その露量はそれらの生物の保護・修復能力を上回る可能性がある。また、成

層の発達は深層から水温躍層を通過して表層に運ばれる栄養塩の量を減少させる。温度上

昇の結果、極水域では氷下および氷縁周辺で植物プランクトンが爆発的に成長する。 

 

・大気中の CO2 濃度上昇による海洋の酸性化は引き続き生じており、海洋の化学環境が変

化して海洋生物に影響を与えている。酸性化によって、生物（植物プランクトン、大型藻類、

および軟体動物、動物プランクトン、珊瑚を含む多くの動物など）が捕食者や太陽の紫外線

放射から身を守るための外骨格を生成する石灰化プロセスが阻害される。この結果、それら

の生物は紫外線放射に対してより敏感になるため、石灰化はさらに起こりにくくなり、バイ

オマスの生成量が減少する。 

 

・気候変化によって、陸水および沿岸水の溶存有機物（DOM）濃度が上昇することで、紫

外線放射の透過深度は減少する。極度の降雨現象が増加し陸生植物の成長が増進されるこ

とで、紫外線を吸収する DOM が陸地から流入する量が増える。これにより、いくつかの侵

入種を含む紫外線に敏感な生物の避難場ができる。また、紫外線放射の透過量の低下は、ウ

イルス、病原体および寄生生物が生息する表層水の自然殺菌作用を低下させる。 

 

生物地球化学的循環 

・気候変化は、陸域生態系および水圏生態系の生物地球化学的循環に対する太陽の紫外線

放射の影響を調節し、結果的に紫外線を媒介とする正負の気候フィードバックを生じさせ

る。例えば、光化学誘発（photochemical priming）が重要な役割を占める場合には、気候

変化により大陸の河川流出および氷の融解に変化が生じると、結果として紫外線および微

生物による溶存有機物（DOM）の分解と二酸化炭素（CO2）の排出が増加される。このよ

うな正のフィードバックは特に北極圏で顕著であり、結果的に北極圏では CO2 の排出が増

大している（次節を参照）。 

 

・太陽の紫外線放射は、北極海域から相当な量の二酸化炭素が生成される推進力となって
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いる。二酸化炭素の生成量は、降雨量、氷の融解、雪、永久凍土層などの変化により増加す

る。これらの変化によって、より多くの有機物が陸地から北極の河川、湖および海洋に流れ

込むためである。太陽の紫外線放射はそれらの有機物を分解させ、それによって直接的にも、

また微生物分解の促進されることによっても、水体からの二酸化炭素および一酸化炭素の

排出が刺激される。新しい研究結果により、北極圏からの CO2 排出は 大 40％がこの発生

源から来ていることが明らかにされている。この結果はそれまでの推定値を大幅に上回る

値である。 

 

・南極のオゾンホールに関係する気候変化としては、南半球全体に及ぶ風のパターン、温

度、および降雨量の変化が挙げられる。風力が増すことで、炭素を豊富に含む深層水の風に

よる湧昇が増進し、また南大洋による大気中の CO2 の吸収は減少するため、海洋の潜在的

な炭素吸収源としての働き（炭素吸収能力）は低下する。また、風力の増進によって、より

多くの砂塵が南アメリカの乾燥地域から海洋や南極大陸へと運ばれる。その結果、海洋では、

鉄肥沃化が促進され、プランクトンやオキアミの数が増加する。南極大陸では、砂塵に新規

微生物の胞子が含まれている可能性があるため、非固有種の侵入リスクが高まる。また、オ

ゾンホールは東南極大陸の温度を低く保つのに役立ってきたが、反対に南極沿海域におい

ては、地球上で も温暖化の進行が速い地域のひとつとなる原因となっている。これらの気

候に関係するオゾン層破壊の生態系への影響は、紫外線放射の変化との相互作用により、現

在転換点を迎えている可能性がある。 

 

・炭素循環は、干ばつの植物への影響と地表の紫外線放射強度の植物への影響との相互作

用に強い影響を受ける。気候変化および重度の干ばつにより乾燥が進行することで、植物

（植被）量に変化が生じ、この植被量の変化（減少）が植物リター（落葉落枝）の紫外線に

よる分解を増進する。こうした損失の増大は、乾燥生態系の陸域炭素循環に大きな影響を与

えうる。 

 

・すべての陸生植物に含まれるリグニンは、炭素循環において、大気中の炭素を多年性植物

の組織に隔離するという重要な役割を果たす。リグニンが植物リター（落葉落枝）の成分の

なかで生物的分解に対する耐性が も高いものの一つであることはよく知られているが、

新しい研究結果によってリグニンは太陽紫外線放射へのばく露によって簡単に分解すると

いうことが判明した。従って、植物リターの紫外線による分解はリグニン含有量と関連があ

り、陸域システムにおける長期的な炭素貯留を減少させる。 

 

大気質 

・主に地上オゾンと粒子状物質から成る光化学スモッグの生成に紫外放射が欠かせない。

近の分析は、劣悪な室外大気質は深刻な環境ハザードであるとする先行研究を支持して

いる。これらの汚染物質へのばく露増加は、ヒトの心臓血管および呼吸器疾患のリスク増大
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と関連付けられており、世界中で年間数百万件に上る早期死亡の原因となっている。また、

オゾンは農作物の収穫量にも悪影響を及ぼし、年間数十億 US ドルの損失につながってい

る。これらの有害な影響は、生物的多様性を変化させ、自然生態系の機能に影響を与える可

能性もある。 

 

・将来の大気質は、主に汚染物質およびその前駆物質の排出の変化に左右されるだろう。ま

た、紫外放射の変化および気候変化も影響を及ぼすだろう。主にエネルギーおよび輸送の分

野からの排出の大幅削減によって、多くの地域で大気質は改善されつつある。大気質は、規

制を実施できる都市／州では改善が進み、規制基盤の整っていない地域では悪化が進むだ

ろう。紫外放射および気候の将来的変化は、地上オゾンおよび粒子状物質の生成速度に変化

をもたらすと考えられるため、大気質ならびにそのヒトの健康および環境衛生に与える影

響を予測する際には考慮する必要がある。 

 

・全球大気モデルを用いた 近のシミュレーションによれば、成層圏オゾンの回復に伴う

紫外放射の減少は広範な地理的スケールで地上オゾンの増加をもたらすと予想される。こ

のシミュレーションが正しければ、地上オゾンの将来動向に大きく影響するであろう。しか

しながら、（シミュレーション結果を）政策立案に向けての情報とするには、とりわけ都市

部に対して、これらのモデルの空間分解能は不十分である。 

 

・紫外放射は大気の自浄作用を司る OH ラジカルの大気中濃度に影響を与える。 近の観

測から、OH ラジカルは、局所的規模では紫外放射の変化に迅速に応答するということが確

認されている。しかしながら、大きなスケール（地球規模）では、モデルによって OH ラジ

カル濃度の予測結果が 2 倍近く異なるため、温室ガスや主要な大気汚染物質の大気寿命や

濃度の推定には不確実性が伴う。将来の気候の予測に際しては、これらの不確実性を考慮す

る必要がある。 

 

・オゾン層破壊物質の代替物およびその分解生成物が、環境へ悪影響を与えるという新た

な事実は発見されていない。しかしながら、いくつかのオゾン層破壊物質の代替物に関して

は、濃度が現在のレベルより高まれば地球の気候変化に影響を与えると思われる。 

 

材料 

・環境的に持続可能な材料を建築物に用いる傾向が高まりつつあるため、木材および木材・

プラスチック複合材の使用が増加している。しかしながら、このような傾向にもかかわら

ず、建築物に も多く使用されるプラスチックである硬質 PVC（ポリ塩化ビニル）の使用

は、少なくとも中期的には依然として人気がある。PVC の加工を容易にし、環境に優しく

するための改良は現在開発中である。太陽の紫外線放射および気候変化が PVC 建材の寿命

に与える影響は、引き続き関心を集めている。 
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・海洋において、海辺のプラスチックごみの風化によるマイクロプラスチック破片の形成

に太陽の紫外線放射が果たす役割は、新たな環境問題となりつつある。このマイクロプラ

スチックの粒子は海水に溶解した有毒化学物質を濃縮し、動物プランクトンがそれを摂取

することにより海洋食物網に汚染物質を取り込むメカニズムが形成される潜在的可能性を

有している。このプロセスに関する詳細な研究はこれまでなされていないが、マイクロプラ

スチックの生成は、太陽の UV-B 放射レベルが高いとき、または温度が上昇しているとき、

もしくはその二つの条件が重なったときに増進すると考えられる。 

 

・ナノスケール無機充填剤は、従来のコーティング用充填剤やプラスチック用充填剤と比

較して、太陽紫外線放射に曝されても高い安定性を保つことができる。コーティング用の

ナノ粒子充填剤、とりわけ木材塗装用のクリアコーティングや織物の繊維コーティングも

また安定性を高めるのに役立つ。ルチルミネラルなどの紫外線放射を吸収するナノ粒子に

ついては、この安定化の効果は特に顕著である。しかしながら、プラスチックにおけるナノ

充填剤の有効性はそれほど明らかにはなっておらず、その効力を評価するためにはさらな

る情報が必要である。ナノ充填剤は、ポリマーや木材由来の製品を安価で安定化させる手段

を提供し、紫外線放射や気候変化による劣化を生じにくくさせることでサービス寿命を向

上させる可能性を有している。 

 

・衣類やガラスによって太陽の紫外線放射へのばく露から身体を保護することができる。

織物は太陽紫外線放射への身体のばく露を遮蔽し、ガラスは通常主に UV-B 放射を遮蔽す

る。特定の織物の効果は織り方の特性によって決まるが、紫外線吸収材を用いた繊維で表面

加工をすることで効果を高めることができる。現在開発が進められている熱特性を向上さ

せた窓ガラスは、結果的に紫外線放射のフィルター効果も向上させており、人体の健康およ

び建築物の屋内構造物や芸術品にもよい影響をもたらす。 
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５．英略語一覧 

 

英略語 正式名称 訳 

AGAGE Advanced Global Atmospheric Gases 
 Experiment 

先進的地球規模大気中気体成分観測 

BAPMoN 
Background Air Pollution Monitoring 
Network 

大気バックグラウンド汚染監視網 

CCM Chemistry Climate Model 化学気候モデル 
CDOM Colored Dissolved Organic Matter 有色溶存有機物 
CFC Chlorofluorocarbon クロロフルオロカーボン 
CGER Center for Global Environmental Research 国立環境研究所地球環境研究センター 

CIE Commission Internationale de l'Eclairage 国際照明委員会 

CLAES Cryogenic Limb Array Etalon Spectrometer 
大気測定用走査型冷却剤冷却式地球周

縁赤外分光計 
CPD Cyclobutane Pyrimijine Dimer シクロブタン型 2 量体 
CTM Chemical Transport Model 化学輸送モデル 
DLR Deutschen Zentrum fur Luft- und Raumfahrt ドイツ航空宇宙センター 
DMS Dimethylsulphide 硫化ジメチル 
DU Dobson Unit ドブソン単位 
ECD Electron Capture Detector 電子捕獲型検出器 
EEAP Environmental Effects Assessment Panel 環境影響評価パネル 
EESC Equivalent Effective Stratospheric Chlorine 等価実効成層圏塩素 
ESRL Earth System Research Laboratory 地球システム研究所 
GAW Global Atmosphere Watch 全球大気監視計画 
GC Gas Chromatograph ガスクロマトグラフ 
GHG Greenhouse Gas 温室効果ガス 
GO3OS Global Ozone Observing System 全球オゾン観測システム 
GOME Global Ozone Monitoring Experiment 全球オゾン監視実験 
GWP Global Warming Potential 地球温暖化係数 
HABs Harmful Algal Blooms ハームフル・アルガル・ブルーム 
HALOE  Halogen Occultation Experiment ハロゲン気体分子測定センサー 
HALS Hindered Amine Light Stabilizer 高分子光安定剤 

HBFC Hydrobromofluorocarbon ハイドロブロモフルオロカーボン 
HCFC Hydrochlorofluorocarbon ハイドロクロロフルオロカーボン 
HFC Hydrofluorocarbon ハイドロフルオロカーボン 
IGY International Geophysical Year 国際地球観測年 
ILAS Improved Limb Atmospheric Spectrometer 改良型大気周縁赤外分光計 
IMG Interferometric Monitor for Greenhouse Gases 温室効果ガス干渉分光計 
IOC International Ozone Commission 国際オゾン委員会 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 気候変動に関する政府間パネル 

LIMS Limb Infrared Monitor of the Stratosphere 
地球周縁太陽掩蔽方式成層圏大気観測

放射計 
MED Minimum Erythemal Dose 少紅斑量 
MLS Microwave Limb Sounder マイクロ波リム放射サウンダー 
MS Mass Spectrometer 質量分析計 

NASA National Aeronautics and Space 
 Administration 

アメリカ航空宇宙局 

NDACC Network for the Detection of Atmospheric 
Composition Change 

大気組成変化検出のためのネットワー

ク 

NOAA National Oceanic and Atmospheric 
Administration 

アメリカ海洋大気庁 

ODP Ozone-Depleting Potential オゾン層破壊係数 
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ODS Ozone-Depleting Substance オゾン層破壊物質 
OMI Ozone Monitoring Instrument オゾン監視装置 
PAR Photosynthetically Active Radiation 光合成有効放射 
PFPE Perfluoropolyether パーフルオロポリエーテル 
PRTR Pollutant Release and Transfer Register 化学物質排出移動量届出制度 
PSC Polar Stratospheric Cloud 極域成層圏雲 
QBO Quasi biennial Oscillation 準 2 年周期振動 
SAG Scientific Advisory Group 科学諮問部会 

SAGE Stratospheric Aerosol and Gas Experiment 
太陽掩蔽型成層圏エアロゾル・オゾン

鉛直分布観測センサー 
SAP Scientific Assessment Panel 科学評価パネル 
SBUV Solar and Backscatter Ultraviolet 太陽・後方散乱紫外分光計 

SMILES Superconducting Submillimeter-Wave Limb-
Emission Sounder 

超伝導サブミリ波リム放射サウンダ 

SOA Secondary Organic Aerosol 二次有機エアロゾル 
SRES Special Report on Emissions Scenarios 排出シナリオに関する特別報告 
SVOC Semivolatile Organic Compounds 半揮発性有機化合物 
TEAP Technology and Economic Assessment Panel 技術・経済評価パネル 
TOMS Total Ozone Mapping Spectrometer オゾン全量マッピング分光計 
TOVS Tiros Operational Vertical Sounder 気温、湿度の鉛直分布測定用放射計 
UCI University of California at Irvine カリフォルニア大学アーバイン校 
UNEP United Nations Environmental Programme 国連環境計画  
VOC Volatile Organic Compounds 揮発性有機化合物 
WHO World Health Organization 世界保健機関 
WMO World Meteorological Organization 世界気象機関 

WOUDC 
World Ozone and Ultraviolet Radiation Data 
Centre 

世界オゾン・紫外線資料センター 

XPS Extruded Poly-Styrene 押出法ポリスチレンフォーム 

 

 


